
年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 225 産業振興 知事会 全国知事会 経済産業省 A　権限移譲

中心市街地の
活性化に関する
法律第14条第３
項

地域・まちなか商
業活性化支援事
業費のうち地域商
業自立促進事業
について事務およ
び権限を都道府県
に移譲

地域・まちなか商業活性化支援事業費のうち地域商業
自立促進事業について事務および権限を都道府県に
移譲

・26年度提案募集の対応方針はあるが、採択結果が公表されるまで当該事業の情報がないた
め、補助希望者へ地域に密着した適切な支援や助言ができない。
・制度運用の変更等、公募情報の公表が遅いため、当該補助金の活用を前提に事業計画を立て
ていた事業者が補助対象外となる事案が発生している。
・都道府県において、国における制度や運用の検討状況が不明であるため、補助メニューが重複
したり二重補助を招く可能性があり、効果的な施策の立案に支障が出ている。
・利用者の観点からすると、類似した補助メニューにもかかわらず申請先が複数になることや、申
請場所が他府県になる等手続きが煩雑である。（８割近くの都道府県に類似の事業あり）

28年 226 産業振興 知事会 全国知事会 経済産業省 A　権限移譲

我が国の若者・
女性の活躍推
進のための提言
日本再興戦略
“ちいさな企業”
成長本部行動
計画

中小サービス業中
核人材の育成支
援事業および小規
模事業者支援人
材育成事業につい
て事務および権限
を都道府県に移譲

中小サービス業中核人材の育成支援事業および小規
模事業者支援人材育成事業について事務および権限
を都道府県に移譲

・研修事業で内容や実施時期の調整が国と都道府県、関係団体の間で行われないため、方向性
の整合性がとれず、内容に重複が生じる可能性が高い。
・国が都道府県を介さず支援している企業の情報等について適時適切な共有がないため、都道府
県や団体における地域産業政策の効果的な企画立案に支障が出ている。
・国の交付決定に時間を要するため、事業実施時期が年度の後半になっている
・利用者の観点からすると、類似した補助メニューにもかかわらず申請先が複数になることや、申
請場所が他府県になる等手続きが煩雑である。（７割を超える都道府県に類似の事業あり）

28年 54 産業振興 都道府県 岡山県 経済産業省
B　地方に対す
る規制緩和

大規模小売店
舗立地法

大規模小売店舗
の新設・変更に関
する届出事項に係
る県縦覧期間等の
短縮

　大規模小売店舗の新設・変更に関する届出事項に係
る県縦覧期間及び審査期間の短縮（店舗面積1,000㎡
超について、例えば、法律で現在４月間と規定している
届出事項の県縦覧期間を１カ月から２カ月の範囲で短
縮する。もしくは、全体期間（８月間ルール）でも１カ月
から２カ月の短縮をする。）

　事業者からの届出は不定期に提出されるが、縦覧期間が固定化されているため、届出のタイミ
ングによっては、届出日の差が数日しか違わないにも関わらず、県審査会の開催時期との調整が
うまく出来なかったことから、県の意見発出日が大きく乖離したり、短期間に県審査会を複数回開
催しなければならない場合がある。
※法律の規定により、事業者は届出後２月以内には地元説明会を開催している。事業者は、その
場で住民から出された意見に真摯に対応をしていることから、本県内においては、４ヶ月の縦覧期
間中に住民等から県に意見が出された例はなく、縦覧期間の柔軟化・短縮化を図っても問題ない
と考えられる。
また、事業者側は事前に関係機関との協議を行った後に、届出を行っていることから、県において
は、審査に要する全体期間の短縮化を図っても十分対応が可能であると考えられる。

28年 45 医療・福祉 都道府県 埼玉県
個人情報保護委
員会、厚生労働
省、経済産業省

B　地方に対す
る規制緩和

個人情報保護
法第16条（利用
目的による制
限）、第23条（第
三者提供の制
限）

【平成24年5月
11日付け社援
地発0511第1号
厚生労働省社
会・援護局地域
福祉課長通知、
平成24年5月9
日付け健水発
0509第1号健康
局水道課長通
知、平成24年4
月3日付け経済
産業省資源エネ
ルギー庁電力・
ガス事業部電力
市場整備課長、
ガス市場整備課
長及び長官官
房総合政策課
企画官（液化石
油ガス産業担
当）通知】

孤立死防止対策
の充実

　居住者の異常を発見した地域住民やライフライン事
業者が自治体へ通報しやすくなるように、個人情報の
利用・提供制限の例外となる具体的な事例を国の通知
に明記することが必要。

【支障事例】
　厚生労働省の通知（H24.5.11）では、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する場合は、あらかじめ本人の同意を
得なくても個人情報の利用・個人データの提供が可能としている。
　また、例えば、電気・ガス事業者に対しては、資源エネルギー庁から同趣旨の通知（H24.4.3）が
発出されている。
　都道府県は個人情報保護法第５条において、「個人情報の適正な取扱いを確保するために必要
な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 」とされているが、上記の通知にはどのよう
な時に通報するべきかの具体的な事例の記載が不足しているため、県が事業者に指導したり、住
民の方に説明したりすることができず困っている。
　その結果、地域住民やライフライン事業者が居住者の異変を発見した場合であっても、個人情報
の利用・提供制限の例外となるか否かの判断に時間を要し、通報を躊躇してしまう可能性がある。
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年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 62 産業振興 都道府県 富山県 経済産業省 A　権限移譲

中小企業等協
同組合法施行
令第32条
中小企業団体
の組織に関する
法律施行令第
11条

事業協同組合等
の設立認可等に
関する事務の都道
府県への権限移
譲

　中小企業等協同組合法に基づく２以上の都道府県の
区域にわたる事業協同組合等の設立の認可、定款変
更の認可、報告の徴収、検査等、法令等の違反に対す
る処分等の事務について、各経済産業局から都道府
県へ権限の移譲

　２以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等について、既存の事業協同組合等が、例え
ば新たに外国人技能実習生共同受入事業を行う場合、事業の追加などの定款変更を要すること
から、経済産業局への認可申請が増大することが想定されている。
　特に組合員資格として定款に定められている業種が複数省庁の所管にわたる場合は、認可等
に多くの日数を要している。
　一方、中小企業等協同組合法等に基づく厚生労働省の所管事務（地方厚生局所管業務）に関し
ては、２以上の都道府県の区域にわたる組合でも、主たる事務所がある都道府県で設立認可・定
款変更の認可等を行えることになった。また、農林水産省の所管事務についても、今後、都道府県
に移譲が行われる予定である。
　こうした状況を鑑み、同法等に基づく地方経済産業局所管の２以上の都道府県の区域にわたる
組合に係る事務についても、都道府県へ権限移譲がされることにより、今後権限移譲予定の農林
水産省所管の組合等に係る事務・権限と併せて、統一的かつ迅速な対応を行うことができ、県民
サービスの向上に繋がるものと考えられる。

４【経済産業省】
（１）中小企業等協同組合法（昭24法181）及び中小企業団体の組織
に関する法律（昭32法185）
事業協同組合等に係る認可等の事務・権限（二以上の都道府県の
区域にわたる事業協同組合等であって地方経済産業局の所管に係
るものに関する事務・権限に限る。）については、都道府県に移譲す
る方向で、移譲後も実効性のある監督体制が整備できるか確認しつ
つ、関係する都道府県が連携する仕組みを整備すること等について
検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

28年 71 産業振興 都道府県 静岡県
経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

①工業用水の
一部を工業用以
外の用途の水
に転用する場合
の水利処分の
取扱いについて
（昭和58年２月
16日付建設省
河川局水政課
長補佐事務連
絡）
②通商産業省
立地公害局工
業用水課長補
佐・建設省河川
局水政課長補
佐覚書（昭和58
年２月16日付
け）
③河川法施行
規則第11条第２
項

工業用水道事業
における雑用水の
供給に関する規制
緩和

　工業用水道事業において雑用水を供給する際の、河
川法に基づく流水占有許可申請に係る雑用水の供給
量について、柔軟な運用とする措置を求める

　工業用水道事業者による雑用水の供給については、平成26年の経済産業省通知により、地域
振興への貢献、投資効率の向上等の趣旨に適う供給対象に限り給水能力の10%以下の供給につ
いては、国への届出が不要とされている。
　一方で、工業用水道の取水にかかる水利権許可において、昭和58年の通産省と建設省の覚書
により、雑用水は工業用水とは明確に区分して水量を申請することとされており、この許可水量が
雑用水供給の実質的な上限となっている（「特に試験的な措置として供給が行われる場合」とし
て、日量600㎥未満の雑用水の供給等は工業用水と区分して申請する必要がないとされている。）
　近年、工業用水の需要が漸減している中で、工業用水事業の健全な維持管理を図る上で、工業
用途以外の都市活動、経済活動への雑用水の供給を可能とすることが有効であるにもかかわら
ず、給水能力の10％を下回る雑用水の供給を行おうとする場合であっても、水利権の許可水量の
制限により、雑用水利用の新規の申込に即応することができず、地域産業全体の発展のために工
業用水道施設を有効に活用できていない。（水利権の変更手続きには平均１年以上を要する場合
が大半である。）

28年 92 環境・衛生 都道府県 栃木県 経済産業省
B　地方に対す
る規制緩和

工場立地法施
行規則第４条

工場立地法により
設置を要する環境
施設の追加

 工場立地法により設置を要する環境施設について、蓄
電池設備を追加する。

【制度改正の経緯】工場立地法においては、工場を立地する際に一定割合の面積の「環境施設
（緑地、緑地以外の環境施設）」を設けることとされている。このうち、「緑地以外の環境施設」とし
て、平成24年の同法施行規則の改正において、新たに太陽光発電施設が規定されたところであ
る。平成27年度の提案募集において、 「環境施設にコージェネレーション設備を含める措置を求め
る」という提案が埼玉県から出されたが、「コージェネレーション設備は生産設備そのものであるこ
とから、環境施設に含めることはできない」という旨の回答がなされ、具体的な措置を求めることは
できなかった。
【制度改正の必要性】蓄電池設備は、工場立地法検討小委員会で整理された太陽光発電施設が
有する機能・効果を有し、特に再生可能エネルギーと組み合わせることにより、その機能・効果を
補強するものである。
○CO２排出量削減効果：再生可能エネルギーの効率的な利用に、ピークカット・ピークシフト対策
として有効
○周辺地域に対する防災・保安効果：停電時の非常用電源として使用可能
○環境意識向上への啓発効果
しかしながら、環境施設に位置づけられていないため、事業者に対して、導入促進のインセンティ
ブとなっていない。
【支障事例】分散型エネルギーの導入拡大による新たなエネルギー需給体制の構築に向けたイン
センティブとなっていない。
【備考】蓄電池設備は発電機能を有しないことから、原動機などによる発電を行いその排熱を熱源
として利用することにより電力と熱を同時に供給できる複合システムであるコージェネレーション設

28年 93 産業振興 都道府県 栃木県
経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

砂利採取法第
20条第1項但し
書き及び第2項

砂利採取計画の
変更届出に係る規
定の省令への追
加

砂利採取計画の軽微な変更については届出で足りる
よう、届出に係る規定の省令への追加を求める。

　砂利採取法において、採取計画の軽微な変更については省令の定めるところにより、変更認可
によらず、届出で足りることとされているが、届出に係る規定が省令に定められていないことから、
採取計画の変更については変更認可により対応している。一方で、採石法にも同様の規定がある
が、採石法施行規則には軽微な変更についての規定が置かれているため、届出で足りることに
なっている。
　本県において、「軽微な変更」に該当しうると考えている事例としては、砂利採取後の埋戻し土砂
の変更があり、例年１0件程度の実績がある。
　当該事務については、行政としては概ね処理日数２日×10件で年間20日程度の負担がかかっ
ており、事業者としても認可書類の作成に事務負担がかかっている状況である。

６【経済産業省】
（４）砂利採取法（昭43法74）
（ⅱ）認可ではなく届出により対応できる採取計画の軽微な変更（20
条２項）については、認可権者等の意見を踏まえつつ、その具体的
な該当範囲を検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。
（関係府省：国土交通省）

28年 94 産業振興 都道府県 栃木県 経済産業省
B　地方に対す
る規制緩和

砂利採取法第6
条第1項第5号ロ
及び第15条第2
項

砂利採取業務主
任者の認定の規
定の削除

砂利採取業務主任者の認定の規定について削除を求
める。

【制度改正の経緯】
　業務主任者の認定制度については、試験制度創設時における経過措置として設けられたものと
考えており、試験制度が一般化した現在も廃止されることなく、残されているものと認識している。

【制度改正の必要性】
　業務主任者については、砂利採取に伴う災害防止のため、砂利採取法により設置が義務付けら
れているものであり、その職責は決して小さくない。認定制度は、試験制度創設時の経過措置とし
ての意味合いが大きく、現在は当該認定制度の活用実績がない状況であり、業務主任者資格の
付与の公平性を考慮すれば、試験制度に一本化することが望ましい。
　なお、平成27年度関東経済産業局内砂利採取法担当者会議における意見交換の場で認定制
度の事例があるかを確認したが、各都県とも事例はないとのことだった。

【支障事例】
　認定申請にあたっては条例により手数料の徴収について規定しているが、第５次地方分権一括
法に係る砂利採取法の改正により条項ずれが発生し、昨年度、手数料条例の改正事務が発生し
た。砂利採取業務主任者等の認定制度が存続する限り、将来も当該事務が発生することとなる。
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年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
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提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 95 産業振興 都道府県 栃木県 経済産業省
B　地方に対す
る規制緩和

採石法第32条
の4第1項第5号
ロ及び第32条の
13第2項

採石業務管理者
の認定の規定の
削除

採石業務管理者の認定の規定について削除を求め
る。

【制度改正の経緯】
　業務管理者の認定制度については、試験制度創設時における経過措置として設けられたものと
考えており、試験制度が一般化した現在も廃止されることなく、残されているものと認識している。

【制度改正の必要性】
　業務管理者については、岩石採取に伴う災害防止のため、採石法により設置が義務付けられて
いるものであり、その職責は決して小さくない。認定制度は、試験制度創設時の経過措置としての
意味合いが大きく、現在は当該認定制度の活用実績がない状況であり、業務管理者資格の付与
の公平性を考慮すれば、試験制度に一本化することが望ましい。

【支障事例】
　認定申請にあたっては条例により手数料の徴収について規定しているが、第５次地方分権一括
法に係る採石法の改正により条項ずれが発生し、昨年度、手数料条例の改正事務が発生した。
採石業務管理者等の認定制度が存続する限り、将来も当該事務が発生することとなる。

28年 141 環境・衛生 一般市 滑川市
経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

砂利採取法第
37条第１項

県等が所管する砂
利採取法に基づく
権限のうち、砂利
採取計画の認可
事務等について、
市町村が関与する
機会を拡大するよ
う求めるもの。

　同法第37条第１項に基づく市町村長の要請につい
て、現行では「砂利の採取に伴う災害が発生するおそ
れがあると認めるとき」のみ、「都道府県知事、指定都
市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべき
ことを要請することができる」が、地下水源の汚染や涵
養の喪失、地下水脈の破壊、地盤の軟弱化、土地の資
産価値低下といった、いわゆる災害とは別の悪影響が
予見される場合においても、市町村長の要請を認める
文言に改めるなどし、地域の実情を勘案・反映させるも
の。

　当市は、立山連峰から富山湾に注ぐ早月川の豊富な清流や扇状地に出る湧水、地下水等の恵
まれた水資源が、水道水源や工業・農業用水として市民生活や産業を支え、特別天然記念物ホタ
ルイカ群遊海面など地域固有の景観や大地の形成に寄与している。
　ところが近年、貴重な地下水源を涵養する田畑で、業者による大規模な砂利採取が相次ぎ、良
好な水資源保全への障害や、宅地化、企業誘致等の土地利用の幅が狭まるなど悪影響が生じて
いる。採取認可を受けた場所で、地下水が溢れだす被害も出ている。埋め戻し作業の不徹底によ
る地盤の軟弱化や、汚染した土壌を使った埋戻しによる地下水汚染や健康被害等の懸念も伴う。
（県内231カ所中143カ所を対象にした県のボーリング調査によると、約半分で深堀や異物混入等
の不適切処理があり、このうち、滑川市内32カ所での不適切処理の割合は８割以上だった。）
　砂利採取法（第36条第４項）では、採取業者から砂利採取計画の認可（変更含む）の申請があっ
た時及び採取業者に認可または不認可の処分をした時には、都道府県知事から関係市町村にそ
の旨を通報する義務があるが、市町村は通報を受けても、県に対する必要な措置の要請が可能
なのは、同法第37条第１項に基づく「災害が発生するおそれがあると認めるとき」のみであり、その
他の理由では、市町村が関与して地域の実情を勘案・反映する余地がない。

６【経済産業省】
（４）砂利採取法（昭43法74）
（ⅰ）市町村長が砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると
認めるときに実施できる都道府県知事等への要請（37条１項）につ
いては、水質汚濁等の被害のおそれがある場合も実施可能であるこ
とを含め、当該要請が実施可能な場合の考え方を明確化するため、
都道府県、指定都市等に平成28年中に通知する。
（関係府省：国土交通省）
［措置済み（平成28年11月15日付け経済産業省製造産業局素材産
業課、国土交通省水管理・国土保全局水政課通知）］

28年 133 農地・農業 都道府県 山梨県
厚生労働省、農林
水産省、経済産業
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

農村地域工業
等導入促進法

農村地域工業等
導入促進法第２条
第２項に規定する
「工業等」の弾力
的な運用

　農村地域工業等導入促進法第２条第２項に規定す
る、農村地域に導入する工業等の業種について、社会
経済情勢や地域の実情に応じて弾力的に運用できる
ようにすること

【提案の背景】
　農工法第２条第２項は、農工団地に進出できる工業等の業種を工業（製造業）、道路貨物運　送
業、倉庫業、梱包業及び卸売業に限定されている。
　本県では、農工法に基づき、県が４計画、市町村が19計画を策定し、農工団地58団地、511ｈａを
造成し、141社の企業が操業しているが、造成したものの企業立地が進んでいない面積が約28ｈａ
あり、また、計画上は、農工団地を造成することとなっているが、立地を希望する企業がないことか
ら、未整備の団地が７団地、31ｈａある。

【具体的支障事例】
　地域再生法の改正により、整備後５年以上工場等用に供されていない遊休工場用地について
は、特例により農工法第２条２項で定める業種以外の産業用に供することができるようになった
が、未整備地や整備後５年未満の工場用地についてはその特例が適用されない。
　本県においては、実際に昨年度に農工団地への参入を希望した業者は６業者があったが、農工
法で定める業種ではないため、また、整備後あるいは工場撤退後５年未満の用地であったため、
地域再生法の特例を受けられず、工場立地を断念し、結果、遊休工場用地の解消に至らなかった
例がある。

６【経済産業省】
（５）農村地域工業等導入促進法（昭46法112）
工業等（２条２項）の業種については、対象を拡大する方向で検討
し、平成28年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。
（関係府省：厚生労働省、農林水産省及び国土交通省）

28年 134 土地利用（農地除く） 都道府県
山口県、中国地
方知事会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

半島振興法第３
条第１項

半島振興計画に
係る主務大臣の協
議、同意の廃止

　都道府県が半島振興計画を作成する際には、あらか
じめ主務大臣へ協議し同意を得ることとされているが、
半島振興計画の作成に関して主務大臣が都道府県に
変更を求めることができることとした上で、計画策定後
の主務大臣への提出制度に改める。

【現状】
　半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならない。この場合
においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と定められてい
る。
　なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針では、
都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であるこ
とから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
　半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために多
大な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前確認を含めて国協議に約７か
月を要している）

６【経済産業省】
（６）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整にお
ける都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわた
り行ってきた計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事
前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行う
など、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に
講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土
交通省及び環境省）

28年 302 土地利用（農地除く） 知事会
九州地方知事
会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

半島振興法第３
条第１項

半島振興計画に
係る主務大臣の協
議、同意の廃止

　都道府県が半島振興計画を作成する際には、あらか
じめ主務大臣へ協議し同意を得ることとされているが、
半島振興計画の作成に関して主務大臣が都道府県に
変更を求めることができることとした上で、計画策定後
の主務大臣への提出制度に改める。

【現状】
　半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならない。この場合
においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と定められてい
る。
　なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針では、
都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であるこ
とから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
　半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び同意を得るために多
大な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前協議を含めて国協議に約７か
月を要している）

６【経済産業省】
（６）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整にお
ける都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわた
り行ってきた計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事
前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行う
など、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に
講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土
交通省及び環境省）
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 135 土地利用（農地除く） 都道府県
山口県、中国地
方知事会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

離島振興法第４
条第10項、第11
項

離島振興計画に
係る主務大臣の事
前審査の廃止

　都道府県が離島振興計画を定めたときには、直ち
に、これを主務大臣に提出し、主務大臣は離島振興基
本方針に適合していないときは都道府県に変更すべき
ことを求めることができるとされているが、実務上行わ
れている離島振興計画案の事前提出による審査につ
いて、廃止する。

【現状】
　離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計画を定めた際
にこれを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、
当該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めることができる。」と定められているが、実務上、
計画策定前に離島振興計画案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査
が行われている。
　なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針にお
いては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
　離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要してい
る。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

６【経済産業省】
（３）離島振興法（昭28法72）
離島振興計画（４条）の策定に係る事務については、任意の事前審
査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の
個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにす
るとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情
報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興
計画策定時に講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土
交通省及び環境省）

28年 303 土地利用（農地除く） 知事会
九州地方知事
会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

離島振興法第４
条第10項、第11
項

離島振興計画に
係る主務大臣の事
前審査の廃止

　都道府県が離島振興計画を定めたときには、直ち
に、これを主務大臣に提出し、主務大臣は離島振興基
本方針に適合していないときは都道府県に変更すべき
ことを求めることができるとされているが、実務上行わ
れている離島振興計画案の事前提出による審査につ
いて、廃止する。

【現状】
　離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計画を定めた際
にこれを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、
当該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めることができる。」と定められているが、実務上、
計画策定前に離島振興計画案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査
が行われている。
　なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針にお
いては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
　離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要してい
る。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

６【経済産業省】
（３）離島振興法（昭28法72）
離島振興計画（４条）の策定に係る事務については、任意の事前審
査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の
個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにす
るとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情
報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興
計画策定時に講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土
交通省及び環境省）

28年 51 環境・衛生 都道府県 岡山県
経済産業省、環境
省

A　権限移譲

フロン類の使用
の合理化及び
管理の適正化
に関する法律
（平成13年法律
第64号）第17
条、第18条、第
91条、第92条

フロン排出抑制対
策に係る事務の都
道府県知事から政
令指定都市及び
中核市の長への
移譲

　フロン排出抑制対策が的確かつ効果的に推進される
よう、平成27年４月１日に施行されたフロン類の使用の
合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑
制法）について、環境関係の他の法令と同様に、政令
指定都市及び中核市の長に、機器の管理者に対する
立入検査や指導等の権限を移譲すること。

　岡山県では、フロン排出抑制法の施行前から、環境関係法令、例えば大気汚染防止法と水質汚
濁防止法の規制対象施設を設置している事業所について、定期的な立入検査で双方の検査を行
うようにしている。
　フロン排出抑制法についても、今年度から本格的に立入検査を行う計画としているが、現在立入
検査を行っているこれらの事業所には、第一種特定製品がほとんど設置されているものと考えら
れるため、各々の制度等との一体的かつ効果的な運用が期待される。
　しかし、環境関係法令に係る立入検査や指導等の権限は、ほとんどが政令指定都市や中核市
の長まで移譲されているが、フロン排出抑制法は都道府県知事に留められているため、岡山市・
倉敷市の区域内にある事業所に対しては、岡山県がフロン排出抑制法のみに係る立入検査等を
別途実施しなければならないという、二重行政的な不合理が生じることはもとより、立入検査等を
通じて、現場の状況等に精通し、フロン排出抑制法の対象設備・機器を比較的容易に把握するこ
とができるという政令指定都市・中核市の強みやノウハウを生かせないでいる。

５【経済産業省】
（１）フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平13
法64）
第一種特定製品の管理者に対する指導等（17条、18条、91条及び
92条）の適切な執行の在り方については、管理者及び充填回収業者
に対する指導監督を同じ行政庁が一体的に行うことの効果や効率
性に留意しつつ、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の
確保等に関する法律の一部を改正する法律（平25法39）附則11条に
基づき、同法の施行後５年を経過した場合に行うこととしている見直
しの際に、地方公共団体、事業者等の関係者の意見を踏まえて検討
し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
　（関係府省：環境省）

28年 14 土地利用（農地除く） 一般市 青梅市 国土交通省 A　権限移譲

都市計画法第
15条第1項第2
号
都市計画法施
行規則第13条
第1項第1号

都道府県が定める
区域区分に関する
都市計画の一部を
市町村に権限移
譲

都市計画法第15条第1項第2号の都道府県が定める区
域区分に関する都市計画のうち、省令第13条第1項第
1号の軽易な変更について、市町村に権限移譲された
い。

【支障事例】
都市計画法第15条において、用途地域に関する都市計画は市町村が、区域区分に関する都市計
画は都道府県がそれぞれ定めることが規定されている。このため、用途地域の変更に区域区分の
変更が伴う場合、市町村と都道府県が同時に都市計画の手続きを行い決定することとなる。
区域区分の境界については、道路施設や地形・地物により定められており、本市では、市域の約8
割が市街化調整区域となるため、このような境界が多く存在している。市街化区域の縁辺部にお
ける、道路施設や地形・地物の位置の変更に伴う軽易な変更については、市町村に用途地域に
関する都市計画の権限委譲がされるまでは、都道府県が区域区分と併せて一体的に見直しを行
うことができたが、現在は、市町村と都道府県が同時に都市計画の手続きを行い決定する必要が
あり、事務が煩雑となっている。このため、今後、市内において、こうした区域区分の変更を行う場
合は、その都度、都市計画変更を行うのではなく、用途地域等の一斉見直しの際にまとめて対応
することとなり、都市計画変更が適切な時期に行われないことが懸念される。

28年 277 土地利用（農地除く） 中核市 八王子市 国土交通省 A　権限移譲
都市計画法第
15条

都市計画の軽易
な区域区分の変
更について、都道
府県から市町村に
移譲

都市計画法第15条第1項第2号の都道府県が定める都
市計画のうち、軽易な変更（省令第13条第1項第1号）
について、市町村への権限移譲を求める。

【提案の背景】
市街化区域の縁辺部において区域区分が変更される場合、用途地域及び地区計画の見直しが伴
うため、都道府県と市町村が同時に都市計画変更を行うこととなる。このうち、道路施設や地形・
地物の位置の変更のみによる区域区分や用途地域の見直しについても同様な手続きが必要であ
り、事務が煩雑になっている。
【支障事例】
区域区分線は道路、河川、構造物の見通し線、擁壁等の地形地物及びそれらからも離隔により定
められており、本市では、市街化区域の縁辺に位置する都市計画道路等の高規格道路によりそ
の基線が規定されていることが多い。近年、それらの高規格化や新規IC開通等に伴う整備によ
り、道路等の地形地物線形が変更されたが、一定期間ごとに予定されている用途地域等の一斉
見直し時に見直すこととされ、現在存置されており、速やかな道路整備効果の発現の観点から、
周辺の土地利用に支障が生じている。
こうした区域区分の変更を伴う道路整備は今後も市内の多くの箇所で想定されている（国道２０号
南バイパス、北西部幹線道路等）。
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 292 土木・建築 知事会
九州地方知事
会

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

不動産の鑑定
評価に関する法
律第１２条の２

不動産鑑定士試
験の受験申込み
に係る都道府県を
経由する義務付け
の廃止

不動産鑑定士試験の受験申込みに係る都道府県を経
由する義務付けを廃止すること

【現行制度の概要】
不動産鑑定士試験の受験の申込みについては、不動産の鑑定評価に関する法律第12条の２に
基づき受験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行うこととされており、都道府県では、
受験願書の配布、受付、国への提出事務を行っている。
【支障事例】
現在、都道府県で受理する郵送・持参の受験願書については、記入漏れ等をチェックし、必要に応
じて本人に修正等を指示している。しかし、受験案内に記載されていない修正事項も多く、その場
合は本省へ確認して修正することとなるが、すぐに回答がない場合には、後日郵送で修正のやり
取りをすることとなり、受験者にとって二度手間となっている（特に窓口に来所された場合）。
また、他都道府県の住所地の受験願書が届いた場合は受験者に返送し、住所地の都道府県に再
提出してもらっており、受験者の理解不足ではあるが、この場合においても、二度手間となってい
る。
さらに、受験願書提出後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、受験願書を提出した都
道府県ではなく、直接、国に変更届をＦＡＸしなくてはならず、受験願書に係る統一的な窓口が明確
でないために受験者が混乱している。
【制度改正の必要性】
当該業務は、法定受託事務ではあるが、現に国において電子申請での受験申込みを受け付けて
おり、都道府県を経由させる必要性は低い。また、実際に県で行っているのは簡単なチェックのみ
であり、県の判断を要するようなものは含まれていない。

６【国土交通省】
（８）不動産の鑑定評価に関する法律（昭38法152）
不動産鑑定士試験の受験の申込みに係る都道府県経由事務につ
いては、受験者の利便性の確保と都道府県の負担軽減の両立を図
る観点から、都道府県の意向を踏まえ、当該事務の在り方について
検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

28年 33 土木・建築 指定都市 相模原市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

・社会資本整備
総合交付金交
付要綱第８
・社会資本整備
総合交付金に
係る計画等につ
いて（平成22年3
月26日国管会
第4200号　事務
次官通知）
・社会資本整備
総合交付金等
の平成28年度
要望等の提出
について（平成
28年1月15日関
東地方整備局
企画部広域計
画課長事務連
絡）

社会資本整備総
合交付金の重点
配分に係る整備計
画の作成要件の
緩和又は経過措
置の継続

・社会資本整備総合交付金の重点配分を受けるに当
たり、重点配分対象事業以外の事業も含めた整備計
画の作成が可能となるよう求めるもの。
・平成28年度に限り、重点配分対象事業以外の事業も
含めた整備計画であっても重点配分を受けることがで
きるが、この経過措置の継続を求めるもの。

【支障事例】
重点配分を受けるに当たり、重点配分事業のみで構成した整備計画を別に作成する必要があり、
整備計画が複数になることにより、管理が煩雑になる。また、社会資本整備総合交付金等の平成
28年度要望等の提出について（平成28年1月15日関東地方整備局企画部広域計画課長事務連
絡）により、平成28年度に限り重点配分対象事業以外の事業も含めた構成の整備計画であっても
重点配分を受けることができるという経過措置があるが、計画によってはＨ29年度以降重点配分
を受けるためには計画を分ける必要がある。既存の整備計画は、記載した要素事業により整備目
標を達成する計画であるため、計画の一部を切り離すと目標達成ができなくなる。
さらに、局によっては経過措置が無い場合もあり、以上の支障事例が従前から生じている。

【懸念の解消策】
国が施策として重要と考える事業に対して重点的に国費を配分し有効に執行するという考えは理
解しているが、整備計画については、１つの計画の中で重点配分事業対象事業か否かを判断でき
るような様式を整備し、配分（内定通知）時に整備計画毎の配分額と重点配分額が確認できるよう
にしてはどうか。

28年 17 土木・建築 都道府県 愛知県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

不動産の鑑定
評価に関する法
律第12条の2

不動産鑑定士試
験の受験申込の
都道府県経由事
務の廃止

不動産鑑定士試験の受験申込について、国が直接受
け付けている電子申請と窓口を一本化できるよう、書
面による受験申込の都道府県経由の義務付けを廃止
すること。

【制度改正の必要性】
　不動産鑑定士試験の受験申込については、書面による申請の場合には、受験者の現住所地を
管轄する都道府県知事を経由して行うこととされているが、受験者の利便性向上を図るため、国
が直接受け付けている電子申請と窓口を一本化できるよう、書面による受験申込の都道府県経由
の義務付けを廃止する必要がある。
【支障事例等】
　都道府県では、受験願書の配布、受付、国への提出事務を行っているが、現住所地以外の在学
地や就業地の都道府県では願書を受け付けられない。期限までに住所地の都道府県を経由して
国に申請書が到達しなければ受験の機会を失うこととなる。

６【国土交通省】
（８）不動産の鑑定評価に関する法律（昭38法152）
不動産鑑定士試験の受験の申込みに係る都道府県経由事務につ
いては、受験者の利便性の確保と都道府県の負担軽減の両立を図
る観点から、都道府県の意向を踏まえ、当該事務の在り方について
検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

28年 50 土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

不動産の鑑定
評価に関する法
律第12条の2

不動産鑑定士試
験の受験申込み
に係る都道府県経
由の廃止

　不動産鑑定士試験の受験申込みについて、都道府
県を経由しないこととする

【支障事例】
　国家試験である不動産鑑定士試験の受験申込みは、電子申請システムによる場合を除き、受験
者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行うこととされている。
　現在、受験者の一部は電子申請システムにより申込みをしているものの、郵送や持参により申し
込む受験者は多く、埼玉県では平成27年度に申込みの約８割に当たる149件を受け付けている。
　このため、提出された申込書に疑義があった場合は、必要に応じて受験者に対して修正の指示
をするなど、受付までに時間を要することがある。
　例えば、論文式試験の一部免除申請があったが、証明書類が揃っておらず、後日送付すること
で受付して良いかを国に問い合わせた事例があった。
　また、都道府県では申込みの受付のみならず、次のような事務も行っている。
１　試験日程等についての通知
　　・市町村にポスターの配布・掲示を依頼
　　・庁内でポスター掲示・ＨＰへの掲載
２　願書の配布
　　・課内にカウンター設置、配布
　　・郵送での配布（平成27年度は55件）
３　合格発表
　　・合格者の番号を、庁内で２週間程度掲示
　これらを合わせるとおおむね0.１人役分の事務負担となっている。

【制度改正の必要性】
　本事務は法定受託事務とされているところではあるが、地方分権推進委員会最終報告
（H13.6.14）において、「地方公共団体に対する補助的な事務処理の依頼については、（略）国が地
方公共団体をその手足として活用しているということも考えられるので、（略）引き続き調査・検討
が行われるべき」とされている。

６【国土交通省】
（８）不動産の鑑定評価に関する法律（昭38法152）
不動産鑑定士試験の受験の申込みに係る都道府県経由事務につ
いては、受験者の利便性の確保と都道府県の負担軽減の両立を図
る観点から、都道府県の意向を踏まえ、当該事務の在り方について
検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 44 土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

補助金等に係る
予算の執行の
適正化に関する
法律、社会資本
整備総合交付
金交付申請等
要領

社会資本整備総
合交付金の手続
簡素化

　社会資本整備総合交付金の交付申請書の提出時に
は、例えば道路ではそれぞれの路線ごとに経費の詳細
内訳を記載することとされている。しかし、詳細内訳は
いずれ精算報告されるので、申請時には国からの内示
額をそのまま申請書へ記載して提出するなど、交付金
の使途については地方を信頼して任せてはどうか。

【制度概要】
　社会資本整備総合交付金は地方自治体にとって自由度の高い交付金として平成22年に創設さ
れた。
　例えば道路の場合、既存の補助金は個別路線ごとに交付申請を行うが、申請後に事業費の路
線間流用を行うには、国への流用手続が必要である。（手続なしで同一路線内で経費の流用が可
能な金額は流用先経費の3割まで）
　しかし、新設された社会資本整備総合交付金は、道路、河川または複数事業のパッケージなど
の分野（＝計画）ごとに交付される。そして、各計画内での事業費の流用は、一定条件（路線の新
設・廃止がないこと等）の下、国への手続が不要とされている。
　現行制度では、交付申請書の提出時に、例えば県道が10路線であれば10路線それぞれについ
て、測量費、用地費、工事費などの経費の配分を記載することとされている。しかし、用地交渉の
難航等の影響で年度中の路線間流用が通例であるため、年度末の完了実績報告において要素
事業ごとに確定した経費配分を記載した調書を再度提出して精算を行っている。

【支障事例】
　平成27年度では、内示は4月9日、交付申請は5月15日、交付決定は5月29日であった。
　内示後の交付申請に当たり、改めてどの事業に交付金を配分するか、全所管県土整備事務所と
の調整を含む多大な事務作業を行うため、事業着手は6月以降となる。したがって、現在の制度で
は年度当初から2か月間交付金の予算執行はできないこととなる。

28年 48 土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法施
行令第23条

一定条件を満たし
た小規模な寄宿舎
の階段基準を住宅
（共同住宅の共用
の階段を除く。）と
同じ基準に見直し

　建築基準法上は寄宿舎として取り扱われる、グルー
プホームやシェアハウスなどの階段基準を一定の条件
を満たした場合など、住宅（共同住宅の共用の階段を
除く。）と同じ基準にする。

【制度概要】
　戸建型グループホームやシェアハウスは、建築基準法上は寄宿舎として取り扱われる。
　このため、既存の一戸建ての住宅をグループホームやシェアハウスなどへ活用する場合、建築
基準法では住宅（共同住宅の共用の階段を除く。）よりも厳しい寄宿舎の基準を満たさなければな
らないため、改修工事が必要な建物もいまだ存在する。

【支障事例】
　本県でも、既存一戸建ての住宅をグループホーム等に用途変更する際には、階段を改修して寄
宿舎の基準を適合させなければならないのかという相談が寄せられるが、寄宿舎の基準に適合さ
せる必要がある。
　また、建築基準法施行令23条ただし書きに基づき、「けあげ23cm以下、踏面15cm以上」としてい
る「一戸建ての住宅」は本県でも一定数あることから、相談に至らず断念した事例も少なくないと思
われる。

【懸念の解消策】
　寄宿舎に該当するグループホームやシェアハウスを一律認めるのは難しい場合、例えば老人向
けグループホームは安全面に配慮するため現行のとおりにするとしても、小規模な若者向けシェア
ハウスは基準の緩和ができるのではないか。

６【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅰ）寄宿舎の階段基準については、住宅を寄宿舎に転用することを
想定し、地方公共団体及び事業者の意見を踏まえ、一定の要件（規
模、追加の安全措置等）を満たした場合に当該基準の合理化を図る
こととし、平成29年度中に告示を改正する。

28年 60 土木・建築 都道府県 富山県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法31
条

防災拠点・避難所
に非常用の合併
処理浄化槽を設置
する場合における
建築基準法の規
制緩和

防災拠点・避難所については、下水道処理区域であっ
ても合併処理浄化槽を整備できるようにする

　災害時における防災拠点・避難所でのトイレの確保は、被災地の生活環境の保全と公衆衛生の
確保を図る上で重要な課題である。
　新潟中越地震（2004年）や東日本大震災（2011年）といった過去の災害においても、下水処理場
や管路に被害を受け、被災地におけるトイレの確保に苦慮したとの報告がある。本県においても、
富山湾沿岸部を中心に、液状化しやすいとされており、こうした地域の広い範囲が下水道整備区
域となっていることから、災害時の防災拠点・避難所において、下水道が使用できずにトイレの確
保が困難となることが懸念されている。
　そのため、現在、下水道整備区域では、こうした施設は基本的に下水道に接続されているが、万
が一、下水管が破損した場合や終末処理施設に障害が発生した場合などに備え、長い下水管が
不要で短時間で復旧できる合併処理浄化槽を整備（またはバックアップのために併設）することも
手段の一つとして研究していく必要がある。
　しかしながら、建築基準法第31条では下水道処理区域内において設置できるのは、公共下水道
に連結された水洗トイレに限定されており、他の方法を用いることができない。

６【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅱ）処理区域（下水道法（昭33法79）２条１項８号）内の便所（31条）
については、災害時においては、建築設備についても応急仮設建築
物に対する制限の緩和（85条）の規定が適用されることから、合併処
理浄化槽に連結した便所とすることが可能であること等を、地方公共
団体に平成28年度中に通知する。

28年 61 産業振興 都道府県 富山県 国土交通省 A　権限移譲

中小企業等協
同組合法施行
令第32条

中小企業団体
の組織に関する
法律施行令第
11条

事業協同組合等
の設立認可等に
関する事務の都道
府県への権限移
譲

中小企業等協同組合法に基づく２以上の都道府県の
区域にわたる事業協同組合等の設立の認可、定款変
更の認可、報告の徴収、検査等、法令等の違反に対す
る処分等の事務について、各地方運輸局及び地方整
備局から都道府県へ権限の移譲

地方運輸局及び地方整備局の所管事務に係る外国人技能実習生共同受入事業を主目的とした
組合設立等が今後、想定されている。当該事業は、２以上の都道府県の区域にわたる事業の実
施が多いことから、その認可等の事務は現在、地方運輸局及び地方整備局が行っており、事務手
続きに多くの日数を要している。

一方、中小企業等協同組合法等に基づく厚生労働省の所管事務（地方厚生局所管業務）に関して
は、２以上の都道府県の区域にわたる組合でも、主たる事務所がある都道府県で設立認可・定款
変更の認可等を行えることになった。また、農林水産省の所管事務についても、今後、都道府県に
移譲が行われる予定である。

こうした状況を鑑み、同法等に基づく地方運輸局及び地方整備局所管の２以上の都道府県の区
域にわたる組合に係る事務についても、都道府県へ権限移譲がされることにより、今後権限移譲
予定の農林水産省所管の組合等に係る事務・権限と併せて、統一的かつ迅速な対応を行うことが

４【国土交通省】
（１）中小企業等協同組合法（昭24法181）及び中小企業団体の組織
に関する法律（昭32法185）
事業協同組合等に係る認可等の事務・権限（二以上の都道府県の
区域にわたる事業協同組合等であって地方運輸局又は地方整備局
の所管に係るものに関する事務・権限に限る。）については、関係す
る都道府県が連携する仕組みを整備することにより実効性のある監
督体制が整備できるか確認しつつ、都道府県に移譲することについ
て検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

28年 65 運輸・交通 一般市 中津川市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

道路運送法
施行規則９条第
２項

道路運送法上の
申請事案に係る手
続の簡素化

コミュニティバス運行に関する道路運送法上の申請に
対して、市町村が委託する事業者等に限り手続の簡素
化を求める。

当市では、平成27年10月から本市付知地区についてNPO法人に委託し、コミュニティバスの運行
をしている。
事業の許可にあたっては、標準処理期間内で認可されたが、当市や事業者等で構成する地域公
共交通会議等で協議の整えた事項のほか、運行の適正については、地域公共交通会議の判断で
担保が可能である。そこで、市町村が委託する事業者等に限っては認可申請に当たり、地域公共
交通会議等市町村において、判断が十分である事項の審査手続を省略するなど、より処理期間
の短縮を図られたい。

６【国土交通省】
（２）道路運送法（昭26法183）
一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請等については、地域公
共交通会議での協議書類と運輸支局等に提出する申請書類に重複
がある部分に関し、省略が可能と考えられるものを具体的に検討し、
平成28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。
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年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 71 産業振興 都道府県 静岡県
経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

①工業用水の
一部を工業用以
外の用途の水
に転用する場合
の水利処分の
取扱いについて
（昭和58年２月
16日付建設省
河川局水政課
長補佐事務連
絡）
②通商産業省
立地公害局工
業用水課長補
佐・建設省河川
局水政課長補
佐覚書（昭和58
年２月16日付
け）
③河川法施行
規則第11条第２
項

工業用水道事業
における雑用水の
供給に関する規制
緩和

工業用水道事業において雑用水を供給する際の、河
川法に基づく流水占有許可申請に係る雑用水の供給
量について、柔軟な運用とする措置を求める

工業用水道事業者による雑用水の供給については、平成26年の経済産業省通知により、地域振
興への貢献、投資効率の向上等の趣旨に適う供給対象に限り給水能力の10%以下の供給につい
ては、国への届出が不要とされている。

一方で、工業用水道の取水にかかる水利権許可において、昭和58年の通産省と建設省の覚書に
より、雑用水は工業用水とは明確に区分して水量を申請することとされており、この許可水量が雑
用水供給の実質的な上限となっている
（「特に試験的な措置として供給が行われる場合」として、日量600㎥未満の雑用水の供給等は工
業用水と区分して申請する必要がないとされている。）

近年、工業用水の需要が漸減している中で、工業用水事業の健全な維持管理を図る上で、工業
用途以外の都市活動、経済活動への雑用水の供給を可能とすることが有効であるにもかかわら
ず、給水能力の10％を下回る雑用水の供給を行おうとする場合であっても、水利権の許可水量の
制限により、雑用水利用の新規の申込に即応することができず、地域産業全体の発展のために工
業用水道施設を有効に活用できていない。（水利権の変更手続きには平均１年以上を要する場合
が大半である。）

28年 80 土地利用（農地除く） 一般市 釧路市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法第２
条第２項
都市公園法施
行令第５条

都市公園における
設置可能な施設に
関する規制緩和

都市公園法第２条第２項に定める都市公園に設けられ
る施設に児童福祉法に定める児童館の追加を求める

【制度改正の経緯】
　地方都市では、人口の減少、少子高齢化の進行への対策が課題となっており、釧路市において
も平成27年2月には少子化問題に対応すべく、「釧路市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、
同年９月には「釧路市公共施設等総合管理計画」を策定し、今後予想される人口減少に対応した
持続可能なまちづくりに取り組んでいる。
【具体的支障事例】
　２つの地区会館と児童センターを統合した複合施設の建設を予定している地区には、建設に適し
た市有地がなく、街区公園内が建設候補地となっている。しかし、公園内に設置が認められる施設
には地区会館の主な用途である集会所の規定はあるが、児童福祉法に定められている児童館や
複合施設については定められてはいない。

６【国土交通省】
（６）都市公園法（昭31法79）
（ⅰ）都市公園内の公園施設については、児童館及び地縁団体の会
館施設が設置可能であることを明確化するため、地方公共団体に平
成28年度中に通知する。

28年 278 土地利用（農地除く） 中核市 八王子市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法第２
条
都市公園法施
行令第５条

都市公園内への
町会自治会等地
縁団体の会館設
置に対する規制緩
和

都市公園法施行令第５条第８項の「法第２条第２項第９
号の政令で定める施設」の中に、地縁団体の会館施設
を加えるよう、同施行令の改正を求める。

【提案の背景】
地域のコミュニティの醸成、防災機能、文化継承機能等地縁団体の果たす役割は大きい。しかし
ながら、地縁団体の活動拠点となる会館施設を設けるための用地の確保が困難となっている。会
館を所有していない地縁団体は、会議や打ち合わせができる場所（会館）がないことから、子どもと
高齢者とのふれあいイベント、災害対応などの市民への意識啓発、近隣住民への文化の伝承等、
地縁団体活動の活性化に支障をきたしている。
【支障事例】
本市内の地縁団体である町会自治会の中には、地域内や近隣に用地を確保できず会館を持って
いない団体も数多くあり（572団体のうち130団体が所有していない）、近隣の都市公園内を会館用
地として活用させてほしいとの要望も受けている。八王子市内の都市公園面積は十分に確保され
ており（平成27年４月１日現在、八王子市の１人当たりの都市公園面積は11.74㎡）、また、会館を
設置するとしても必要最小限の規模が想定され、都市公園法の第４条に定める「公園施設として
設けられる建築物の建築面積の総計が当該都市公園の敷地面積に対する割合は100分の２以
内」の規定の範囲内にとどまると見込まれる。都市公園の重要な目的であるオープンスペースの
確保が十分達成されているにも関わらず、都市公園法施行令第５条第８項の規定の中に「地縁団
体の会館」との記載がないことから公園内に建設することができない

６【国土交通省】
（６）都市公園法（昭31法79）
（ⅰ）都市公園内の公園施設については、児童館及び地縁団体の会
館施設が設置可能であることを明確化するため、地方公共団体に平
成28年度中に通知する。

28年 83 土木・建築 都道府県

愛媛県、松山
市、今治市、宇
和島市、八幡浜
市、新居浜市、
西条市、大洲
市、伊予市、四
国中央市、西予
市、東温市、上
島町、久万高原
町、松前町、砥
部町、内子町、
伊方町、松野
町、鬼北町、愛
南町

総務省、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

空家等対策の
推進に関する特
別措置法

空家等に対する応
急安全措置

防災・安全上、緊急を要するものについては、二次被
害の拡大等を防止するためにも、助言・指導、勧告、命
令の所定の手続を経ることなく、迅速に必要最小限度
の応急安全措置をできるようにすること。

　台風等の強風の影響により、空家の屋根瓦が周辺に今にも飛散しそうな状態となっている場合、
再度強風等を受けたときには通行人や地域住民等に被害をもたらすおそれがあるため緊急的な
対応が求められるものの、空家法にて措置を行う場合は、助言又は指導、勧告、命令の所定の手
続きを順に経る必要があり、これらの手続きに一定の時間を要することから被害を拡大させるおそ
れがある。
　また、例えば建築基準法第10条第３項に規定する著しく保安上危険な状態にあるとして緊急的
な是正命令を行おうとするとき、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができ
ず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁はその
者の負担においてその措置を自ら行うことが可能であるが、管理不十分な空家等については適切
な相続登記がなされていないなど法定相続人が多数に渡る場合もある。建築基準法では空家法
に規定される固定資産税の課税台帳の情報利用や、電気・ガス等の供給事業者に対する情報利
用が明記されていないので、所有者等を確知できないことを確認するために、更なる時間を要する
ことが考えられる。
　以上から、より迅速に所有者等の確知（又は確知できないことの確認）を行うことができる空家法
において、防災・安全上、緊急を要する特定空家等については助言又は指導、勧告を経ることな
く、命令を行えるよう改正を求めるもの。

６【国土交通省】
（18）空家等対策の推進に関する特別措置法（平26法127）
（ⅰ）台風、大雨等の緊急時における空家等に対する応急措置につ
いては、緊急時の対応について条例に基づき対処している事例の調
査を行い、地方公共団体に平成29年中に情報提供を行う。
（関係府省：総務省）

28年 93 産業振興 都道府県 栃木県
経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

砂利採取法第
20条第1項但し
書き及び第2項

砂利採取計画の
変更届出に係る規
定の省令への追
加

砂利採取計画の軽微な変更については届出で足りる
よう、届出に係る規定の省令への追加を求める。

　砂利採取法において、採取計画の軽微な変更については省令の定めるところにより、変更認可
によらず、届出で足りることとされているが、届出に係る規定が省令に定められていないことから、
採取計画の変更については変更認可により対応している。一方で、採石法にも同様の規定がある
が、採石法施行規則には軽微な変更についての規定が置かれているため、届出で足りることに
なっている。
　本県において、「軽微な変更」に該当しうると考えている事例としては、砂利採取後の埋戻し土砂
の変更があり、例年10件程度の実績がある。
　当該事務については、行政としては概ね処理日数２日×10件で年間20日程度の負担がかかっ
ており、事業者としても認可書類の作成に事務負担がかかっている状況である。

６【国土交通省】
（９）砂利採取法（昭43法74）
（ⅱ）認可ではなく届出により対応できる採取計画の軽微な変更（20
条２項）については、認可権者等の意見を踏まえつつ、その具体的
な該当範囲を検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。
（関係府省：経済産業省）

28年 141 環境・衛生 一般市 滑川市
経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

砂利採取法第
37条第１項

　県等が所管する
砂利採取法に基
づく権限のうち、砂
利採取計画の認
可事務等につい
て、市町村が関与
する機会を拡大す
るよう求めるもの。

　同法第37条第１項に基づく市町村長の要請につい
て、現行では「砂利の採取に伴う災害が発生するおそ
れがあると認めるとき」のみ、「都道府県知事、指定都
市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべき
ことを要請することができる」が、地下水源の汚染や涵
養の喪失、地下水脈の破壊、地盤の軟弱化、土地の資
産価値低下といった、いわゆる災害とは別の悪影響が
予見される場合においても、市町村長の要請を認める
文言に改めるなどし、地域の実情を勘案・反映させるも
の。

　当市は、立山連峰から富山湾に注ぐ早月川の豊富な清流や扇状地に出る湧水、地下水等の恵
まれた水資源が、水道水源や工業・農業用水として市民生活や産業を支え、特別天然記念物ホタ
ルイカ群遊海面など地域固有の景観や大地の形成に寄与している。
　ところが近年、貴重な地下水源を涵養する田畑で、業者による大規模な砂利採取が相次ぎ、良
好な水資源保全への障害や、宅地化、企業誘致等の土地利用の幅が狭まるなど悪影響が生じて
いる。採取認可を受けた場所で、地下水が溢れだす被害も出ている。埋め戻し作業の不徹底によ
る地盤の軟弱化や、汚染した土壌を使った埋戻しによる地下水汚染や健康被害等の懸念も伴う。
（県内231カ所中143カ所を対象にした県のボーリング調査によると、約半分で深堀や異物混入等
の不適切処理があり、このうち、滑川市内32カ所での不適切処理の割合は８割以上だった。）
　砂利採取法（第36条第４項）では、採取業者から砂利採取計画の認可（変更含む）の申請があっ
た時及び採取業者に認可または不認可の処分をした時には、都道府県知事から関係市町村にそ
の旨を通報する義務があるが、市町村は通報を受けても、県に対する必要な措置の要請が可能
なのは、同法第37条第１項に基づく「災害が発生するおそれがあると認めるとき」のみであり、その
他の理由では、市町村が関与して地域の実情を勘案・反映する余地がない。

６【国土交通省】
（９）砂利採取法（昭43法74）
（ⅰ）市町村長が砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると
認めるときに実施できる都道府県知事等への要請（37条１項）につ
いては、水質汚濁等の被害のおそれがある場合も実施可能であるこ
とを含め、当該要請が実施可能な場合の考え方を明確化するため、
都道府県、指定都市等に平成28年中に通知する。
（関係府省：経済産業省）
［措置済み（平成28年11月15日付け経済産業省製造産業局素材産
業課、国土交通省水管理・国土保全局水政課通知）］
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 113 土地利用（農地除く） 指定都市 浜松市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第
19条３項
都市計画法施
行令第14条３号
都市計画法施
行規則第13条
の２

都市計画の軽易
の見直しの拡大

都市計画の軽易な変更について、都市計画法施行規
則第13条の２に、一般廃棄物処理施設の廃止等の新
規事項を追加

都市計画法第21条の軽易な変更は、その内容が限定的である。平成26年度の地方分権改革に
係る提案に基づき、平成28年度中に道路、都市高速鉄道、公園・緑地について、都道府県の都市
計画変更に係る軽易な変更の範囲と同様の範囲を市町村の都市計画変更にも適用することとす
る省令改正が行われる予定であるが、都道府県も含めた軽易な変更の対象となる範囲の見直し
は行われていない。
市民生活に直接影響を及ぼさない施設の廃止などについても軽易な変更の対象として加えていた
だきたい。

(具体例）
昭和40年代に建設したごみ処理施設があるが、市内の他の地区に処理能力の高い施設を新設し
たことや統廃合により効率化を図ったことなどにより、平成23年４月に稼動を休止した。
平成25年度に、リサイクル事業の推進の効果や今後の人口減少によるごみ発生量の見込につい
て分析を行い、当施設を廃止することを決定したが、当該案件は「軽易な変更」とは認められない
ため、廃止までに相当な時間を要した。
老朽化し、休止しているごみ処理施設を廃止するために、縦覧や都道府県協議などに数か月の時
間や人員、施設の維持管理費を費やすことは、公共施設の総合的かつ計画的な管理や行政の効
率化の観点からみて適切ではない

28年 256 土地利用（農地除く） 市区長会
指定都市市長
会

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第
19条３項
都市計画法施
行令第14条３号
都市計画法施
行規則第13条
の２

都市計画の軽易
の見直しの拡大

都市計画の軽易な変更について、都市計画法施行規
則第13条の２に、一般廃棄物処理施設の廃止等の新
規事項を追加

都市計画法第21条の軽易な変更は、その内容が限定的である。平成26年度の地方分権改革に
係る提案に基づき、平成28年度中に道路、都市高速鉄道、公園・緑地について、都道府県の都市
計画変更に係る軽易な変更の範囲と同様の範囲を市町村の都市計画変更にも適用することとす
る省令改正が行われる予定であるが、都道府県も含めた軽易な変更の対象となる範囲の見直し
は行われていない。
市民生活に直接影響を及ぼさない施設の廃止などについても軽易な変更の対象として加えていた
だきたい。

(構成市における具体例）
昭和40年代に建設したごみ処理施設があるが、市内の他の地区に処理能力の高い施設を新設し
たことや統廃合により効率化を図ったことなどにより、平成23年４月に稼動を休止した。
平成25年度に、リサイクル事業の推進の効果や今後の人口減少によるごみ発生量の見込につい
て分析を行い、当施設を廃止することを決定したが、当該案件は「軽易な変更」とは認められない
ため、廃止までに相当な時間を要した。
老朽化し、休止しているごみ処理施設を廃止するために、縦覧や都道府県協議などに数か月の時
間や人員、施設の維持管理費を費やすことは、公共施設の総合的かつ計画的な管理や行政の効
率化の観点からみて適切ではない

28年 119 土地利用（農地除く） 中核市 岐阜市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法第
27条第3項

所有者を確知して
いる放置自動車の
早急な除却

都市公園法第27条第3項の規定により、所有者を確知
していない放置自動車については、公園管理者自ら除
却等することができる。しかし、所有者を確知している
放置自動車については、行政代執行法に基づく手続を
経なければ除却することができない。
そこで、私人の権利保護を十分考慮した一定の手続の
もと、現行の行政代執行の手続によらず、かつ、早急
に除却することができるよう求めるものである。

放置自動車の所有者を確知している場合、行政代執行を行う前提として、①行政指導等（所有者
に対し放置自動車を除却するよう説得・指導）、②命令を行う前の所有者への弁明の機会の付
与、③命令を行わなければならず、それにもかかわらず所有者が放置自動車の除却に応じないと
いった事案が多い。その後、④行政代執行を行うこととなるが、極めて長い期間を要する。また、
行政代執行法第2条に規定される「著しく公益に反する」の解釈においては極めて限定的に解釈す
べきとの意見もあり、行政代執行が事実上不可能な状況である。
現在、根気強く所有者を訪問し、除却・売却等の依頼を行っているが全く応じる気配はなく、放置自
動車のガラス割れ、故障した部品が散在する等、公園利用者が怪我をすることがある。また、公園
やまちの美観を損ねることから、市民からの苦情も多い。

28年 123 土地利用（農地除く） 都道府県 宮城県、広島県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法（昭
和43年法律第
100号）第77条

都道府県都市
計画審議会及
び市町村都市
計画審議会の
組織及び運営
の基準を定める
政令（昭和44年
政令第11号）第
2条

県が設置する都市
計画審議会の委
員の構成等の基
準の見直し

都市計画法に基づき県が設置する都市計画審議会に
ついて、政令による委員の数、委員に就任できる役職
等の基準の定めを撤廃し、地方の実情にあった審議会
運営ができるようにすること

宮城県議会は、県の附属機関等に対する監視・調査機能を確保するため、議員がこれら委員へ就
任しないこととしているが、この方針に抵触している。

本県では、審議会等の女性委員の比率を40％以上とする方針としているが、都市計画審議会に
ついては特に、政令で定める「都道府県の議会の議員」及び「市町村の議会の議長を代表する
者」の女性割合が低く，結果として、女性委員の比率が低い状態となっている。

28年 133 農地・農業 都道府県 山梨県
厚生労働省、農林
水産省、経済産業
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

農村地域工業
等導入促進法

農村地域工業等
導入促進法第２条
第２項に規定する
「工業等」の弾力
的な運用

農村地域工業等導入促進法第２条第２項に規定する、
農村地域に導入する工業等の業種について、社会経
済情勢や地域の実情に応じて弾力的に運用できるよう
にすること

【提案の背景】
農工法第２条第２項は、農工団地に進出できる工業等の業種を工業（製造業）、道路貨物運　送
業、倉庫業、梱包業及び卸売業に限定されている。
本県では、農工法に基づき、県が４計画、市町村が19計画を策定し、農工団地58団地、511ｈａを
造成し、141社の企業が操業しているが、造成したものの企業立地が進んでいない面積が約28ｈａ
あり、また、計画上は、農工団地を造成することとなっているが、立地を希望する企業がないことか
ら、未整備の団地が７団地、31ｈａある。

【具体的支障事例】
地域再生法の改正により、整備後５年以上工場等用に供されていない遊休工場用地については、
特例により農工法第２条２項で定める業種以外の産業用に供することができるようになったが、未
整備地や整備後５年未満の工場用地についてはその特例が適用されない。
本県においては、実際に昨年度に農工団地への参入を希望した業者は６業者があったが、農工
法で定める業種ではないため、また、整備後あるいは工場撤退後５年未満の用地であったため、
地域再生法の特例を受けられず、工場立地を断念し、結果、遊休工場用地の解消に至らなかった
例がある。

６【国土交通省】
（11）農村地域工業等導入促進法（昭46法112）
工業等（２条２項）の業種については、対象を拡大する方向で検討
し、平成28年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。［再掲］
（関係府省：厚生労働省、農林水産省及び経済産業省）
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 134 土地利用（農地除く） 都道府県
山口県、中国地
方知事会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

半島振興法第３
条第１項

半島振興計画に
係る主務大臣の協
議、同意の廃止

都道府県が半島振興計画を作成する際には、あらかじ
め主務大臣へ協議し同意を得ることとされているが、半
島振興計画の作成に関して主務大臣が都道府県に変
更を求めることができることとした上で、計画策定後の
主務大臣への提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならない。この場合に
おいては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針では、
都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であるこ
とから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために多大
な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前確認を含めて国協議に約７か月を
要している）

６【国土交通省】
（15）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整にお
ける都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわた
り行ってきた計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事
前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行う
など、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に
講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び環境省）

28年 302 土地利用（農地除く） 知事会
九州地方知事
会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

半島振興法第３
条第１項

半島振興計画に
係る主務大臣の協
議、同意の廃止

都道府県が半島振興計画を作成する際には、あらかじ
め主務大臣へ協議し同意を得ることとされているが、半
島振興計画の作成に関して主務大臣が都道府県に変
更を求めることができることとした上で、計画策定後の
主務大臣への提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならない。この場合に
おいては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針では、
都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であるこ
とから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び同意を得るために多大
な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前協議を含めて国協議に約７か月を
要している）

６【国土交通省】
（15）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整にお
ける都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわた
り行ってきた計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事
前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行う
など、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に
講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び環境省）

28年 135 土地利用（農地除く） 都道府県
山口県、中国地
方知事会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

離島振興法第４
条第10項、第11
項

離島振興計画に
係る主務大臣の事
前審査の廃止

都道府県が離島振興計画を定めたときには、直ちに、
これを主務大臣に提出し、主務大臣は離島振興基本
方針に適合していないときは都道府県に変更すべきこ
とを求めることができるとされているが、実務上行われ
ている離島振興計画案の事前提出による審査につい
て、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計画を定めた際に
これを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当
該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めることができる。」と定められているが、実務上、計
画策定前に離島振興計画案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が
行われている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針におい
ては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要してい
る。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

６【国土交通省】
（５）離島振興法（昭28法72）
離島振興計画（４条）の策定に係る事務については、任意の事前審
査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の
個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにす
るとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情
報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興
計画策定時に講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び環境省）

28年 303 土地利用（農地除く） 知事会
九州地方知事
会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

離島振興法第４
条第10項、第11
項

離島振興計画に
係る主務大臣の事
前審査の廃止

都道府県が離島振興計画を定めたときには、直ちに、
これを主務大臣に提出し、主務大臣は離島振興基本
方針に適合していないときは都道府県に変更すべきこ
とを求めることができるとされているが、実務上行われ
ている離島振興計画案の事前提出による審査につい
て、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計画を定めた際に
これを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当
該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めることができる。」と定められているが、実務上、計
画策定前に離島振興計画案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が
行われている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針におい
ては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要してい
る。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

６【国土交通省】
（５）離島振興法（昭28法72）
離島振興計画（４条）の策定に係る事務については、任意の事前審
査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の
個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにす
るとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情
報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興
計画策定時に講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び環境省）
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 171 運輸・交通 都道府県
兵庫県、三田
市、滋賀県、和
歌山県、鳥取県

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

道路運送法第７
８条（有償運送）
道路運送法にお
ける登録又は許
可を要しない運
送の様態につい
て（平成18年9
月29日自動車
交通局旅客課
長）

移送ボランティア
活動に係る公共交
通空白地有償運
送の登録要件の
緩和

地域公共交通会議で、バス停までの距離があるなど交
通が不便であると認められた地域において、地域ボラ
ンティアが地域及び対象者を限定して行う移送サービ
スについては、公共交通空白地有償運送と見なし、有
償運送が可能となるよう登録要件を緩和すること。

【現状】
自家用自動車は原則として、有償の運送の用に供してはならず、災害等の緊急を要する場合を除
き、例外的にこれを行うためには、過疎地有償運送や福祉有償運送など交通空白地域等で、国の
登録又は許可を受ける必要がある。地域ボランティアが行う外出支援活動等において、ガソリン
代、道路使用料、駐車場代のみを収受する場合には許可が不要だが、運送（サービス）による対
価の支払いがあるものは、有償運送として道路運送法の許可が必要とされている。
【支障事例】
過疎地や交通空白地以外の地域においても、バス路線の便数が極端に少ない地域やバス停への
距離があるなど交通が不便な地域がある。こうした地域では、バス停まで歩くことが困難な高齢者
や重たい荷物を持って移動することが困難な高齢者を対象に、地域ボランティアによる移送サービ
スを提供しており、こうしたサービスが高齢者の足代わりとなっている。高齢化が急激に進む中、
人口密度の低い地域や遠郊外では、買い物や医療等日常生活サービスの充足が徒歩圏では難
しくなることが想定されることから、地方自治体は、高齢者の孤立化の防止や地域コミュニティの維
持等の観点も踏まえ、交通需要に応じた公共交通ネットワークの構築に取り組んでおり、こうした
移送ボランティアは、公共交通ネットワークを補完するものと認識している。
 しかしながら、実費（ガソリン代、道路使用料、駐車場代）以外の金銭の収受が認められていない
ため、活動に必要な保険料や電話代等の事務経費などを徴収することができず、ボランティア確
保をはじめ活動の継続が厳しい状況になっている。

28年 172 土木・建築 都道府県

兵庫県、滋賀
県、大阪府、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、大阪市、
堺市、関西広域
連合

総務省、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

空家等対策の
推進に関する特
別措置法（空家
法）第２条

空家等対策の推
進に関する特別措
置法の対象の拡
大

管理不全となっている長屋や共同住宅でも、一部に居
住実態があれば、空家等対策の推進に関する特別措
置法の対象とならないことから、法の対象を拡大するこ
と。

【現状】
空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、空家等対策特別措置法）第２条において、対象と
なる空き家は「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこ
とが常態であるもの」とされ一棟の建築物として判断するため、長屋や共同住宅の一部に空き家
があってもその他に居住や使用実態があれば空家等対策特別措置法の対象とならない。そのた
め、法第９条第２項に基づく立入調査、法第10条に基づく固定資産税情報の利用ができず所有者
等の特定が困難であり、また、法第14条に基づく助言又は指導、勧告、命令等はもとより、行政指
導すら行うことが出来ない。
【支障事例】
本県内でも、４戸が壁を共有した長屋建の建築物について、空き家になっている住宅（住戸）の一
部が崩れ保安上危険となるおそれのある状態になっているが、他の住戸に居住者がいるため特
措法の対象とならず、法に基づく措置ができず対応に苦慮している事例がある。当該長屋の所在
市は条例を制定し指導を行っているが、条例による指導には、税制上の措置（固定資産税等の住
宅用地特例）がないことから、その効果が限定的となっている。
長屋でも所有者が複数人で分かれているケースもあり、相続等により所有者がすぐに判明しない
ケースもあり得るが、個人情報である課税情報等の利用には条例でなく法への明記が必要である
こと、建物の是正命令は建築基準法でも行うことは可能であるが、防災、衛生等生活環境保全の
観点からの指導等は法の趣旨を鑑み空家等対策特別措置法にて行うことが適切であることから、
法改正が必要と考える。

６【国土交通省】
（18）空家等対策の推進に関する特別措置法（平26法127）
（ⅱ）一部が空き室となっている長屋等への対応については、各地方
公共団体の取組事例等の調査を行い、地方公共団体に平成29年中
に情報提供を行う。
（関係府省：総務省）

28年 137 運輸・交通 都道府県

鳥取県、中国地
方知事会、兵庫
県、和歌山県、
徳島県

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

旅行業法施行
規則第1条の2
第3号

第3種旅行業が取
り扱う募集型企画
旅行の実施区域
の拡大

現行の第3種旅行業では、募集型企画旅行の実施区
域は、営業所が所在する市町村と隣接する市町村等
の区域だが、これを隣接都道府県まで拡大する。

【制度改正の必要性】
　観光による地方創生を進め、旅行者の広域化・多様化するニーズに応えるためには、地域の観
光資源を基にした旅行商品や多様な広域観光周遊ルートを創設することが必要であり、地域の観
光資源を熟知した地元の中小旅行業者による募集型企画旅行の創出を促進することが必要。
　県内の中小旅行業者は第3種旅行業者である場合が多いが、第3種旅行業者による募集型企画
旅行の実施区域は、旅行業法施行規則第1条の2により、営業所の存する市町村及び隣接する市
町村」に限定されている。広域周遊旅行に取り組みたいとの思いがあっても、国内の募集型企画
旅行を実施範囲とする第2種旅行業者への登録変更は、営業保証金や基準資産の面で負担が大
きい。

【支障事例】
　本県では、関西広域観光周遊ルート「美の伝説」や山陰広域観光周遊ルートの提案により、観光
地をネットワーク化し、エリアへの誘客とエリア内での滞在時間延長を進めることとしているが、第3
種旅行業者では、隠岐ジオパーク （島根県）、山陰海岸ジオパーク（兵庫県、京都府）等を素材とし
た広域圏の商品造成ができない。
　現在、鳥取県東部（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）及び兵庫県北但西部（香美町、
新温泉町）においては、日本版ＤＭＯ候補法人に登録された鳥取・因幡観光ネットワーク協議会を
中心に広域連携が検討されている。同協議会の構成団体である鳥取市観光コンベンション協会が
第3種旅行業の登録を行っているが、同協会が所在する鳥取市は香美町と隣接していないため、
香美町が実施区域外となる。市町村の位置関係によって、連携市町村の全地域を含む旅行商品
の造成ができない事例が発生することは不合理である。
　
【規制緩和を行った場合の懸念】
　実施区域の拡大により、事業者の弁済能力の範囲を超えるおそれがあり、消費者保護が図られ
ないとの指摘が想定されるが、第3種旅行業者であっても、受注型企画旅行等において既に他都
道府県における実績があり、旅行先に対する知識・経験等は第2種旅行業者と同様に有している
場合も多く、隣接都道府県における旅行であっても各地域の事業者と連携を図ることができる。

６【国土交通省】
（４）旅行業法（昭27法239）
（ⅲ）第三種旅行業の募集型企画旅行及び地域限定旅行業の業務
範囲（施行規則１条の２）については、現在、営業所の存する市町村
とその隣接市町村に限られているが、着地型旅行商品に対するニー
ズの高まりを踏まえた旅行業法の見直しに合わせて、地域の観光実
態等を踏まえたものとなるよう、必要な措置を講ずる。

28年 154 その他 都道府県
京都府、兵庫
県、和歌山県、
鳥取県、徳島県

内閣府、個人情報
保護委員会、総務
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

行政手続におけ
る特定の個人を
識別する番号の
利用等に関する
法律第９条第２
項、第19条第7
号、別表第二
31の項

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律第
19条第14号に
基づき同条第7
号に準ずるもの
として定める特
定個人情報の
提供に関する規
則

マイナンバー制度
における情報連携
（庁外連携）に関
する要件緩和
（特別賃貸府営住
宅についても条例
により、公営住
宅、特定優良賃貸
住宅と同様に庁外
連携を可能とす
る）

マイナンバー制度の独自利用事務における情報連携
（庁外連携）に関し、独自利用事務として情報連携を行
う予定である特別賃貸府営住宅についても、公営住
宅、特定優良賃貸住宅と同様に庁外連携を可能とす
る。

【制度の概要】
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に基
づく別表第二において、マイナンバーを利用できる事務及び当該事務を実施するに当たり入手で
きる特定個人情報（情報提供者含む）が規定されている。
　法定事務以外であっても、第9条第2項に基づき条例で規定する事務（独自利用事務）について
はマイナンバーを利用することができるとともに、同法第19条第14号に基づき情報連携（庁外連
携）を行うこともできる。
　その上で、情報連携（庁外連携）に関しては、個人情報保護委員会規則において、独自利用事
務及び入手する特定個人情報の範囲の要件を以下のとおり規定されている。
　１　事務の趣旨・目的と別表事務の根拠法令における趣旨・目的が同一
　２　事務に類似性が認められる
　３　情報提供者及び提供を求める特定個人情報等が別表事務と同一の範囲内

【支障事例】
　上記により、法別表第二の31の項「公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務」に準ずる
事務については、独自利用事務として庁外連携を行うことは可能であるが、当該独自利用事務
は、公営住宅法に規定する「住宅に困窮する低額所得者」を対象としている（収入階層：月0～
214,000円）。
　本府においては、特別賃貸府営住宅（収入階層：月0～313,000円）を管理しているが、現在の取
扱では、上記低額所得者の階層世帯のみが独自利用の対象となり、同一団地であっても、世帯に
よっては取扱に差異が生じる（214,000円を超える収入階層の世帯については、添付書類が必要と
なる）。
　そのため、地方公共団体が管理する住宅全般（特別賃貸府営住宅）について、庁外連携が可能
となるよう、対象事務の緩和を求めるもの。
　なお、根拠法（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律）が異なる特定公共賃貸住宅（収
入階層：月139,000円～487,000円）については、庁外連携が可能であることから、対象世帯におけ
る取扱に整合性が図れていない。

６【国土交通省】
（17）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平25法27）
（ⅰ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事
務）について、以下の措置を講ずる。
・地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務については、
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平５法52）による賃
貸住宅の管理に関する事務（別表２の85の２）に準ずる事務としても
認めることとするとともに、高等学校等就学支援金の支給に関する
事務に併せて行っている補助に関する事務については、独立行政法
人日本学生支援機構法（平15法94）による学資の貸与に関する事務
（別表２の106）に準ずる事務としても認めることとし、「情報連携の対
象となる独自利用事務の事例」（平27特定個人情報保護委員会）を
平成28年度中に改正する。
（関係府省：内閣府、個人情報保護委員会、総務省、文部科学省及
び厚生労働省）
・１つの独自利用事務において対象者を整理した上で複数の法定事
務に準ずることとして個人情報保護委員会に届け出ることが可能で
あることについて、「情報連携に関するQ&A」（平27特定個人情報保
護委員会事務局総務課）を平成28年度中に改正し、明示する。
（関係府省：内閣府、個人情報保護委員会及び総務省）
・独自利用事務を処理するために必要な特定個人情報の追加要望
に対応するため、関係者による検討会（関係府省（内閣府、総務省
等）及び地方公共団体で構成）を年１回開催する。
（関係府省：内閣府、個人情報保護委員会、総務省、文部科学省及
び厚生労働省）
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
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記載内容

28年 173 土木・建築 都道府県
兵庫県、洲本
市、和歌山県、
徳島県、堺市

総務省、法務省、
国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

民法第239条第
２項（無主物の
帰属）
民法第959条
（残余財産の国
庫への帰属）
（空家等対策の
推進に関する特
別措置法第14
条第10項（略式
代執行））

所有者等が不存
在の空家等の跡
地処分における手
続きの簡素化

所有者等が不存在の空家等を略式代執行した際の跡
地処分について、略式代執行を行う際に不動産登記簿
情報等による特定や相当の期限を定め公告を行うこと
から、相続人不存在とみなし、相続財産管理人を選任
することなく、国又は略式代執行を行った地方公共団
体に帰属できるよう、略式代執行後の跡地処分につい
て空家等対策特別措置法に規定すること。

【現状】
相続人の不存在等により空家の所有者を確知できない場合は、空家等対策の推進に関する特別
措置法（以下、空家等対策特別措置法）第14条第10項の規定に基づき、当該空家を略式代執行
により除却することができる。一方、空家等対策特別措置法における「空家等」の定義には、建物
の敷地も含まれているにも関わらず、略式代執行を行った後の跡地処分についての規定がない。
そのため民法第951条から第959条までの規定に従い、相続財産管理人の選任を申し立て、特別
縁故者等の捜索の後、国庫に帰属させる等一般法の規定に服することになる。
【支障事例】
少子高齢化の進展に伴い、所有者のいない不動産が増加することが見込まれる中、跡地処分に
当たって、相続財産管理人の選任や報酬の支払い等相当の手間と費用が発生すること、手続の
開始から国庫への帰属までの期間が長期に及ぶこと等が、空家問題の簡易迅速な解決への支障
となっている。
洲本市では、危険な空家の略式代執行を行う予定だが、跡地処分については相続財産管理人の
選任等に費用がかかるうえ、1年以上の期間を要することから二の足を踏んでいる。

28年 174 土木・建築 都道府県

兵庫県、豊岡
市、滋賀県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

「公営住宅の地
域対応活用につ
いて」（H21.2.27
国住備第117号
国土交通省住
宅局長通知）

公営住宅の地域
対応活用にかかる
期間の緩和につい
て

公営住宅をUIJターン者向け住宅に活用できる地域対
応活用について、通知により活用できる期間が原則１
年間とされていることから、事業主体が地域の実情に
応じて弾力的な活用期間を設定できるよう緩和するこ
と。

【現状】
住宅の多様な需要に対応するため、本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲で地域の実情
に応じた対応を行う「地域対応活用」の実施が認められているが、地域対応活用を実施できる期
間は通知により原則として１年以内で設定することとされている。
【支障事例】
国を挙げて「地方創生」に取り組む中、本県も地域創生戦略を策定し、長期にわたる施策として、
各市町の定住支援施策等と連携しながら、一定の県営住宅で継続的に地域対応活用を実施した
いと考えているが、原則１年以内の期間となっており、地域創生戦略の計画期間（５年間）を通じた
継続的な事業展開ができない状況にある。
既に地域対応活用を実施している県内の市では活用団地等に変更が無い場合でも承認申請を毎
年行わざるを得なくなっており、「事務的に手間がかかる」、「既存公営住宅のストックの有効活用
の点から、地域で活用期間を定めたい」との意見がある。

６【国土交通省】
（３）公営住宅法（昭26法193）
（ⅲ）公営住宅の地域対応活用に係る期間の更新については、公営
住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内であればその回
数に制限はないこと及び更新の際に設定可能な期間について、地方
公共団体に平成29年中に情報提供を行う。

28年 190 土地利用（農地除く） 都道府県
兵庫県、京都
府、和歌山県、
京都市、堺市

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

生産緑地法第3
条

生産緑地地区指
定の面積要件の
要件緩和

自己都合によらず現行の生産緑地地区の面積要件を
満たさなくなった場合でも、生産緑地地区としての優遇
措置を受けられるよう、下限面積や解除要件の緩和・
条例委任等、地域の実情を考慮した特例の設定

【現状】
平成27年4月に都市農業振興基本法が成立。平成28年5月に策定された都市農業振興基本計画
においても、生産緑地に関し、500㎡未満の農地やいわゆる「道連れ解除」への対応の必要性が
明記されるなど、都市農業の振興、多面的機能の発揮が求められている。
【支障事例】
本県では、平成26年度9件（約2,000㎡）、平成27年度4件（約800㎡）が自己都合によらず生産緑地
を解除されている。例えば、複数人で１団の生産緑地の認定を受けていたが、そのうち１名が死亡
した。しかし、その者には農業の後継者がおらず、その農地を手放すことととなったため、全体とし
て緑地面積が500㎡を満たさなくなり、残りの者は農業を継続したいにも関わらず生産緑地の指定
は「道連れ解除」となった。
また、公共事業用地として収用され、生産緑地地区の面積要件が満たさなくなった場合でも、生産
緑地地区の面積要件を欠いているとされ、生産緑地地区の指定が解除される。

６【国土交通省】
（13）生産緑地法（昭49法68）
生産緑地地区の規模要件（３条１項２号）については、「都市農業振
興基本計画」（平成28年５月13日閣議決定）に基づき、現行制度上、
生産緑地地区の指定の対象とされていない500㎡を下回る小規模な
農地や、農地所有者の意思に反して規模要件を下回ることとなった
生産緑地地区について、小規模な農地を保全する観点から生産緑
地制度の要件の緩和を検討し、平成29年中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

28年 197 土木・建築 都道府県 広島県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

（1）建築基準法
別表第２、建築
基準法第87条

(2)①建築基準
法第26条、建築
基準法施行令
第114条

(2)②建築基準
法第35条、建築
基準法施行令
第126条の2

(2)③建築基準
法第35条の2、
建築基準法施
行令第128条の
4、第129条

(2)④建築基準
法第36条、建築
基準法施行令
第23条

※建築基準法
第35条、建築基
準法施行令第
126条の4

戸建住宅を宿泊施
設として利用する
ための規制緩和
（用途変更におけ
る規制緩和）

　（1）空き家を宿泊施設として旅館業を営む際、家族な
どの特定の１グループで、10人以下など少人数への１
棟貸（住宅の規模が２階以下かつ300㎡未満）を行う場
合は、住宅とみなして建築基準法を適用することとし、
ホテル・旅館への用途変更を不要とすること。

　（2）（1）の対応ができない場合、ホテル・旅館の規制
について、戸建住宅と同様の規制に緩和すること。
【規制緩和を提案する規定】
①界壁・間仕切壁
②排煙設備の設置
③内装制限
④屋内階段の寸法

　なお、法施行前の建物は、既存のまま宿泊施設とし
て利用できるようにすること。

【支障事例】
　本県では、観光客を県内に宿泊させるため、日本家屋の空き家を宿泊施設として有効活用する
ことが必要と考えている。空き家をホテル・旅館に用途変更する場合、建築基準法に定める基準を
満たす必要があるが、古民家などの空き家が持つ魅力の低減や修繕による事業者負担につな
がっており、空き家の宿泊施設としての利用が進んでいない。

６【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅰ）寄宿舎の階段基準については、住宅を寄宿舎に転用することを
想定し、地方公共団体及び事業者の意見を踏まえ、一定の要件（規
模、追加の安全措置等）を満たした場合に当該基準の合理化を図る
こととし、平成29年度中に告示を改正する。

74 / 81 ページ



年度
年度別
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記載内容

28年 198 土木・建築 都道府県 広島県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第
87条

戸建住宅を宿泊施
設として利用する
ための規制緩和
（用途変更の確認
申請手続きの緩
和）

　空き家を住宅のまま宿泊施設として利用できない場
合、住宅からホテル・旅館への用途変更の確認申請に
ついて、現行の100㎡から300㎡に緩和するとともに、
300㎡以下の建物については、旅館業法の許可申請時
に提出する申請書により、法令審査を行う。

【支障事例】
　用途変更の申請においては、設計図等の提出が求められており、事業者に手続き上の負担が
生じている。
　また、用途変更が100㎡を超える建物が対象となることから、実態として、100㎡を超える空き家
の利用が進んでいない。

28年 199 土木・建築 都道府県 広島県 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

(1)建築基準法
第48条
(2)建築基準法
第49条

戸建住宅を宿泊施
設として利用する
ための規制緩和
（（1）特定行政庁
が都市計画法上
のホテル・旅館の
建築制限のある用
途地域に建築を許
可する際の基準の
明確化、（2）特別
用途地域内でホテ
ル・旅館の建築を
可能とする条例制
定の際の大臣同
意の廃止）

　空き家を住宅のまま宿泊施設として利用できない場
合、（1）特定行政庁が都市計画法上のホテル・旅館の
建築制限のある用途地域に建築を許可する際の基準
の明確化を求める、（2）都市計画法上の特別用途地域
内でホテル・旅館の建築を可能とする条例の制定時に
は、国土交通大臣の承認が必要であることから、同意
を要しない協議に緩和する。

【支障事例】
(1)規制改革会議の第4次答申では、ホテル・旅館の建築制限のある用途地域において、民泊サー
ビスの実施を可能とする方向で検討することとしている。今後、ホテル・旅館の建築制限のある用
途地域において、民泊サービスのほか、空き家をホテル・旅館とする事例の増加が予想される。
(2)特別用途地域内で規制を緩和する条例を制定する場合、大臣の承認が必要であり、承認に
は、下協議に6か月、事前協議に3か月、承認申請に3か月要しており、地方側の負担となってい
る。

28年 216 環境・衛生 都道府県
徳島県、滋賀
県、兵庫県、鳥
取県、京都市

経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

道路法32条
道路法施行令
第7条

「道の駅」等道路
空間設置型水素
ステーション実現
のための規制緩
和

「道の駅」等の道路空間に設置する水素ステーション
を、道路法第32条第1項第1号の「その他これらに類す
る工作物」の占用許可対象物件とすること。

本県では平成27年10月に「徳島県水素グリッド構想」を策定し、県として水素ステーションの普及
促進を推進しているところである。
道路利用者が気軽に立ち寄ることができ、県下に広がる「道の駅」等の道路空間への設置を促す
ことで、水素ステーションの普及につながることが期待できるが、現在、道路法第32条の占用許可
対象物件とはなっていないため、「道の駅」等の道路区域に設置することができない。

28年 222 運輸・交通 都道府県
徳島県、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、鳥取県

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

道路運送法第
78条、同法施行
令第48、49条

過疎地域及びそれ
に類する地域（以
下、「過疎地域等」
という）における
「二次交通」確保
のため道路運送
法の規制緩和

バス・タクシー等の既存交通事業者が十分に存在しな
い場合など、一定要件のもと、自家用有償旅客運送の
実施主体に地方公共団体の要請を受けた旅館事業者
等の民間事業者を加えること。

　現行法上、道路運送法（78条）において、自家用有償運送の実施主体は、市町村、NPO法人、社
会福祉法人、商工会議所等（以下、「準公的団体」という。）に限られているが、過疎 化地域等にお
いては、公共交通機関が十分でない地域も多く、観光誘客上の「二次交通」の確保が観光誘客上
の課題となっている。
一般の旅行者からの声もあり、また、現状の非営利団体（NPO法人等）だけの運送では、不十分と
なっている。過疎地域等においては、人的制約及び距離的制約などから、対応可能な準公的団体
も少なく、制度が十分に活用できていない。

28年 229 運輸・交通 一般市 湯沢市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

道路運送法第
78条「自家用自
動車（事業用自
動車以外の自
動車をいう。以
下同じ。）は、次
に掲げる場合を
除き、有償で運
送の用に供して
はならない。」同
79条「自家用有
償旅客運送」を
行おうとする者
は、国土交通大
臣の行う登録を
受けなければな
らない。」

道路運送法におけ
る登録又は許可を
要しない運送態様
の規制緩和

平成18年９月29日発出の自動車交通局旅客課長から
事務連絡、同通知１（３）で、ボランティア活動における
送迎行為等を前提に「運送目的、運送主体にかかわら
ず、自動車の実際の運行に要するガソリン代等のサー
ビス提供を受ける者が支払う場合は、社会通念上、通
常は登録を要しないと解される」とある。市町村の事業
で、市町村の保有する自動車で行う「地域ボランティア
活動やＮＰＯ法人・地域住民団体等が行う公共的・公
益的活動に伴う送迎等の運行」についても上記の考え
方が適用できるよう規制緩和（解釈変更）していただき
たい。

現行の解釈では、市の事業として市が保有するバスで行う運送送迎業務にかかわる経費（人件
費、ガソリン代、道路使用料、駐車場代）全て公費で負担しなければならず、ガソリン代等の実費を
徴収することさえも「有償運送」にあたるとされているため、次の団体等への運送支援を実質的に
制約している。①公設、私設を問わず、市内保育園の園外活動（遠足等）②ＮＰＯ法人が主催、市
が後援する活動を伴う公共的または公益的活動③地区センター、老人クラブ等、地域住民団体に
よる移動を伴う活動

75 / 81 ページ



年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 255 土木・建築 中核市 豊田市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第
27条
公共建築物等
における木材の
利用の促進に
関する法律第４
条

耐火構造の１階部
分を造ることにより
上階の木造化を可
能とする規制緩和

木造による校舎の普及を加速するため、１階と階段室
等の部分を鉄筋コンクリート造の耐火建築物とし、２階
及び３階を木造（耐火構造及び準耐火構造以外）とす
ることで、市場に流通している一般的な寸法（柱材
120角　長さ４ｍ等）の木材を使い設計施工をする。

改正建築基準法の内容から、木造の３階建ての校舎建築は一定の延焼防止措置を講じた1時間
準耐火構造の建築物とすることが可能になった。しかし木造として構造を見せるには、梁・柱の製
材断面寸法を60㎜大きくする必要があり、製材市場の一般的な寸法では対応できない。このこと
から、断面寸法の大きな製材を特別に発注して使わざるを得ず、改正建築基準法の改正後も、木
造３階建ての校舎の普及が進みにくいと考えられる。
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律では、地方公共団体の責務として、その
区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定
し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなけ
ればならないとあるところ、 木材利用を促進する選択肢を増やして頂きたい。

28年 260 土地利用（農地除く） 市区長会
指定都市市長
会

国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

公有地の拡大
の推進に関する
法律第９条

公有地の拡大の
推進に関する法律
に基づき取得した
土地の利用に関
する規制の緩和

法第９条第２項の後に、「ただし、前各号の事業の完
了、変更または廃止により取得した際の目的を失った
（果たした）と認められる土地については、この限りでな
い。」とし、売却を含めた別の利用を認めること。（少なく
とも市が総合計画等に位置付けた施策を実現するにあ
たり、必要だと認める場合には、売却等の対応ができ
るようにすること。）

（構成市における具体例）
未整備の都市計画施設について都市計画の見直しを図り、一部の施設では都市計画区域を変更
した。このうち公園緑地については、長期的な視点から都市計画を定め計画的に整備してきたが、
用地取得の困難さなどにより計画決定後、長期間経過してもなお未整備の箇所が存在すること
や、近年の社会経済情勢の変化及び事業予算の減少傾向といった状況にも対応するため、市民
一人あたりの面積の検証や個々の公園緑地の機能の検証を踏まえ、規模や機能面で支障のない
箇所で変更した。
　その結果、公拡法で取得した土地が都市計画区域外に複数存することとなったが、管理につい
ては公拡法の制限を受け、同法第９条各号に基づく利用しかできない。同法に基づく利用として、
別の都市計画事業や都市再生整備計画に基づく事業、認定地域再生計画に基づく事業など挙げ
られるが、本件土地は元の所有者の買い取り申し出に応じて取得したもので、面積、箇所ともに不
揃いで、かつ郊外に位置するものも多いため、先の事業用としての需要を満たす土地は非常に限
られている。
　そのため、将来にわたり利用の見込みが出るとは考えづらい土地を含みながら、将来の利用の
見込みが出るまで保有し続ける状況が続いており、それぞれの土地に係る維持管理経費も発生し
ている（道路、公園部門においては年間約20万円）。

６【国土交通省】
（12）公有地の拡大の推進に関する法律（昭47法66）
（ⅰ）土地の買取りの協議（６条１項）により取得した土地（以下「先買
い土地」という。）の活用については、９条１項３号及び施行令５条１
項３号の規定に基づき、個々の土地ごとに公募等の方法により住宅
用地として一般に賃貸又は譲渡できることを明確化するため、地方
公共団体等に平成28年度中に通知する。
（ⅱ）先買い土地の活用事例を地方公共団体等に情報提供するとと
もに、相談窓口を設置し、地方公共団体等が抱える個別具体的な問
題の解決に向けた相談に応じる。
（ⅲ）先買い土地の用途制限の在り方については、その有効活用に
向けて、平成28年度中に地方公共団体等が保有する先買い土地の
実態や処分先に関する地方公共団体等の意向等の調査に着手し、
その結果を受け、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するとい
う法の趣旨や個々の土地にも着目した最適・創造的な活用を実現す
べきとされた国土審議会土地政策分科会企画部会からの提言を踏
まえながら、先買い土地が地域のニーズに応じ機動的かつ柔軟に活
用され、遊休地の解消に資するよう検討し、平成29年中を目途に結
論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

28年 264 土地利用（農地除く） 市区長会
指定都市市長
会

警察庁、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

駐車場法施行
令第７条第２項

駐車場出入口設
置に係る規制緩和

駐車場出入口設置に係る規制緩和

駐車場法及び同法施行令において技術的基準として義務付けられている路外駐車場の出入口の
配置等については「交差点の側端又はそこから五メートル以内の部分」のうち一定のものについて
適用が除外されている（令第７条第２項）一方、安全対策上同等の規制で十分と思われる「道路の
まがりかどから五メートル以内の部分」については同様の適用除外がなされていないため、最適で
ない又はより不適切な位置への設置に至るケースが生じかねない状態にあったり、出入口設置に
多額の費用がかかるケースも想定される。

（構成市の具体例）
駅前の繁華街等、大通りに面している地域では、裏口のまがり角に駐車場の出入口を設置した方
が、交通渋滞の防止や安全な通行の観点から望ましいケースがある。

６【国土交通省】
（７）駐車場法（昭32法106）
まがりかどから５ｍ以内における路外駐車場の出入口の設置規制
については、道路の円滑かつ安全な交通が確保できると認められる
場合には、柔軟な対応が可能となるよう検討し、平成29年中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

28年 272 運輸・交通 一般市 池田市 国土交通省
B　地方に対す
る規制緩和

補助金等にか
かる予算の執行
の適正化に関す
る法律第22条
同施行令14条

公共用飛行場
周辺における航
空機騒音による
障害の防止等
に関する法律第
６条
同法律施行令
第５条
一般住民の学
習等の用に供す
るための施設に
係る補助の額を
定める告示
教育施設等騒
音防止対策事
業費補助金交
付要綱
航空局所管国
庫補助事業に
係る財産処分承
認基準

補助金を用いて設
けられた施設の、
当初目的以外の
活用についての補
助金国庫納付免
除（「公共用飛行
場周辺における航
空機騒音による障
害の防止等に関
する法律」で設け
られた共同利用施
設）

補助金を用いて設けられた施設で補助事業の完了後
10年を経過したものについて、目的外使用、譲渡、貸
付等を行う場合に、国庫補助金相当額の範囲内で、一
定の国庫納付を求められているものについて、当該国
庫納付を免除する。

補助金を用いて設けられた施設は、補助事業の完了後10年を経過したものであっても、長期にわ
たる耐用年数の期間は収益を得る事業については補助金の国庫納付を求められ、他用途への活
用の障壁となっている。
耐用年数期間が経過する間に時勢の変化や新たなニーズが発生した場合に対しての対応が困難
となっている。

池田市においては、航空機騒音対策として市内各所に「共同利用施設」が設けられている。これは
昭和40年～60年代にかけて、空港周辺の住民が騒音から逃れて保育・集会・学習・休養等の用途
に利用するために建設されてきたが、現在においては航空機騒音の減少や、空港周辺地域の各
家庭への防音対策の普及が進み、また、共同利用施設自体についても騒音対策としての利用が
少なくなっており、その意義を見直す必要があるところ。
このため、現在共同利用施設の再編の検討を進めており、再編の対象となる施設については、他
用途への転用や民間活用等について検討を行っていくこととしているが、一定の国庫納付が必要
となるため、収益を得る財産処分を伴う手法を候補として挙げにくい状況となっている。
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 275 医療・福祉 中核市 八王子市
文部科学省、厚生
労働省、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

学校設置基準
（文部科学省令
第14号）第10条

学校敷地内へ児
童福祉法に規定
する児童厚生施設
等設置における要
件緩和

学校教育法第3条に基づき定める学校設置基準（文部
科学省令第14号）第10条に「必要に応じて学校敷地内
へ児童福祉法に規定する児童厚生施設等（以下「学童
保育所等」という。）を設置することができる」旨規定し、
学校と学童保育所等を用途上不可分とみなすことがで
きるよう対応を求める。

【提案の背景】
国が策定した「放課後子ども総合プラン」では、「学校の特別教室、図書館、体育館、校庭等のス
ペースや、既に学校の用途として活用されている余裕教室の一時的な利用を積極的に促進」と記
述され、学校と学童保育所等の一体的整備の方針が掲げられている。
【支障事例】
学校の敷地内に学童保育所等を設置する場合、小学校等設置基準において学校施設として明記
されていないことから、建築基準法において、用途上可分と解釈され、学校の敷地から切り離した
上で、学校とは別に接道していることが求められており、学童保育所等の設置者にとっては、道路
用地の確保等の事務的・財政的な負担が大きくなっている。
なお、建築基準法第43条のただし書きを活用すれば対応できないことはないが、特定行政庁（八
王子市長）が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるために十分な根拠を示す必
要があり、また、校庭をそのような位置づけで活用することについて所有者（八王子市長）の許可
を受けなければならず、同じ市長であっても立場が違うことから、そのような煩雑な手間がかかるこ
とになる。よって、現行制度においては、学校施設と児童福祉施設という別の目的の施設であるこ
とから、敷地分割をして接道を付けるように対応しているのが現状である。

28年 276 運輸・交通 中核市 八王子市
内閣府、警察庁、
国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

自転車の安全
利用の促進及
び自転車等の
駐車対策の総
合的推進に関す
る法律第２条第
１項第２号

放置自転車対策
の対象拡大

中心市街地の環境改善、放置自転車対策として、道路
運送車両法に定める原付二種（50㏄超125㏄以下）ま
で自治体が撤去・保管できるよう「自転車の安全利用
の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関す
る法律」の改正を求める。

【提案の背景】
駅周辺の放置自転車対策として、本市では、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策
の総合的推進に関する法律（以下「自転車法」という。）に基づき条例を制定し、放置自転車の撤
去・保管を行っているところである。自転車法においては、道路交通法第2条第1項第10号に規定
されている排気量50㏄までの原動機付自転車（以下、「原付」という。）及び同第11号の2に規定さ
れている自転車のみを法の対象としており、道路運送車両法に定める原付二種（排気量50㏄超～
125㏄以下）は、原付一種（排気量50㏄以下）との車体の大きさはそれほど変わらないにもかかわ
らず、地方公共団体では撤去することができず、警察による駐車違反取り締まりに委ねるしかな
い。
【支障事例】
自動二輪車の放置（駐車違反）は、自転車及び原付の放置以上にまちの景観を損ね、歩道の通
行機能を阻害している場合が目立ってきている。自動二輪車の放置を現認したときは、その都度
警察に駐車違反取り締まりの依頼をするが、対応が遅れることや対応しきれない場合がある。警
察と共同してキャンペーンを行い、同時に自動二輪車の撤去活動をすることも年に一度か二度は
あるが、その場しのぎにすぎず、根本的な解決にはなっていない。
【本市の実情】
本市の自転車駐車場の整備は進んでおり、近年の技術革新により、サイズが原付一種とほぼ変
わらなくなっている原付二種までは、撤去等も含めて現状と相違なく対応が可能である。

28年 290 土木・建築 都道府県

大阪府、滋賀
県、京都府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、京都市

内閣府、総務省、
国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務
省令で定める事
務及び情報を定
める命令

特定個人情報
の適正な取扱い
に関するガイド
ライン

公営住宅管理業
務におけるマイナ
ンバーの利用

公営住宅の管理業務において、業務を指定管理者に
委託している場合、指定管理者がマイナンバーに係る
情報提供ネットワークシステムに接続された端末での
情報照会が可能となるよう制度改正を求める。

 公営住宅の管理事務において、マイナンバーを利用した特定個人情報の照会が平成２９年７月
から可能となる。大阪府では府営住宅の管理運営をすべて指定管理者に委託しているが、現行制
度の下では指定管理者が情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等
を行うことができない。現在、指定管理者が各種申請の受付業務を行っており、必要書類をチェッ
クし、審査に必要な書類をすべて整えた上で府に引き継ぎ、府がそれらの書類をもとに審査してい
る。
 マイナンバー制度を導入した場合、指定管理者が各種申請書類の受付業務を行うにあたって、府
の審査に必要な情報を取得することができないため、マイナンバーにより照会可能な情報は未
チェックのまま府に引き継がれることとなる。その後、府職員が端末で情報照会を行い、審査に必
要な情報を取得することとなり、制度導入前に比べて府職員の業務量が大幅に増え、事務処理に
大きな支障が生じる。
 マイナンバー導入により、申請者の負担軽減が期待されることは望ましいことであるが、現行制度
のままでは、指定管理者の事務軽減につながることはあっても、自治体の負担が増加することは
明白である。このままでは、マイナンバー制度導入効果の一つである「行政の事務の効率化」が達
成できず、住民サービスの向上や行政の効率化につなげるための「指定管理者制度」の主旨にも
そぐわない状況となる。
＜参考＞
主な事務の年間処理件数
・収入申告：約127,000件
・家賃減免：約30,000件
・入居決定：約5,000件
・同居承認：約2,000件
・地位承継：約2,000件

―
（参考）
６【国土交通省】
（17）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平25法27）
（ⅲ）上記のほか、地方公共団体における行政運営の効率化を図る
観点から、附則６条１項に基づき、同法の施行後３年を目途として、
同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その
結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。
（関係府省：内閣府、個人情報保護委員会、総務省及び文部科学
省）

28年 298 その他 知事会
九州地方知事
会

内閣府、総務省、
厚生労働省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第１９
条

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務
省令で定める事
務及び情報を定
める命令（平成
26年内閣府・総
務省令第7号）

マイナンバー制度
における療育手帳
関係情報、外国人
保護関係情報の
情報提供ネット
ワークシステムに
よる情報照会の実
施

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムに
おいて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二
に規定されている特定個人情報に制限されている。
番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福
祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるよう
に規定されているが、地方公共団体が独自に実施して
いる療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定され
ていない。
地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の
情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供
ネットワークシステムを使用して照会できるように求め
る。

【支障事例】
番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の
際等に、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護
を受給している方は受給証明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係
情報については、番号法に規定されなければ、その提出を省略できず、住民サービスの向上につ
ながらないとともに申請窓口の混乱を招く。
〔療育手帳〕
身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関す
る事務
・児童扶養手当の支給に関する事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務
〔外国人保護〕
生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関す
る事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務

６【国土交通省】
（17）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平25法27）
（ⅰ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事
務）について、以下の措置を講ずる。
・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供
側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場の事務が混乱すること
のないよう、平成29年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事
務として条例で定める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携
して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府、総務省及び厚生労働省）

28年 299 その他 知事会
九州地方知事
会

内閣府、総務省、
国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第１９
条

マイナンバー制度
における管理代行
者に対する情報提
供ネットワークシス
テム利用環境の整
備

マイナンバー制度において、情報提供ネットワークシス
テム（ＮＷＳ）を使用するためには、中間サーバー（ＳＶ）
が必要となる。
中間ＳＶについて、地方公共団体の首長部局、教育委
員会向けのソフトウェアは、総務省において一括して開
発されているが、公営住宅の管理代行者向けのソフト
ウェアの開発は進められていない。
管理代行者に地方公共団体向けの中間ＳＶを経由し
た、情報提供ＮＷＳの利用を認めるよう求めるもの。

【支障事例】
公営住宅の管理代行者が、単独でソフトウェア開発や中間ＳＶを保有する必要があるが、技術や
経費の面において、極めて困難である。

６【国土交通省】
（17）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平25法27）
（ⅱ）自治体中間サーバー・プラットフォームについては、地方公共団
体情報システム機構が設置及び管理しており、当該機構自らのサー
ビスとして提供しているため、その利用については当該機構が判断
する事項であり、地方公共団体と当該機構の間で調整する事項であ
る旨の補足を加えた回答を、「デジタルPMO（番号制度に関する情報
共有を目的としたコミュニケーションツール）」の「FAQ」に、平成28年
度中に記載する。
（関係府省：内閣府及び総務省）
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 26 産業振興 都道府県

福島県、茨城
県、栃木県、群
馬県、新潟県、
岐阜県

警察庁、経済産業
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

火薬類取締法
第17条
鳥獣の保護及
び管理並びに狩
猟の適正化に
関する法律第９
条、第14条の２

指定管理鳥獣捕
獲等事業に係る実
包の譲り受けの許
可の廃止

鳥獣保護法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業に用い
る実包の譲受について、許可を要しないこととすべき。

【現状】
　本県では、原発事故による影響で、狩猟者の減少や出荷制限等による狩猟意欲の低下が著し
く、イノシシが大幅に増加し、農業被害や生活環境被害が急増している。このため、これまでの狩
猟・有害捕獲に加え、鳥獣保護法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業（受託者：福島県猟友会）を
実施している。
　事業実施に伴う火薬類取締法に基づく実包の譲受許可申請に当たり、各支部での申請者合計
362人（申請件数362件）、申請手数料等の費用負担 867,568円（2,400円/件＋手数料）が生じた。

【支障事例】
　受託者（捕獲従事者）から「申請手続のため捕獲の着手までに手間と費用がかかった」旨の苦情
等が多く寄せられ、事業の円滑な実施に支障が生じている。

【制度改正の必要性】
　指定管理鳥獣捕獲等事業に用いる実包の譲受については県知事の許可が必要である一方、狩
猟及び有害捕獲に用いる実包の譲受については県知事の許可が不要であることから、指定管理
鳥獣捕獲等事業についても、許可不要として支障がないものと考える。

６【環境省】
（１）火薬類取締法（昭25法149）
火薬類の譲受の許可（17条）については、鳥獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関する法律（平14法88）14条の２に基づく指定管
理鳥獣捕獲等事業における火薬類の管理状況等の実態調査を行っ
た上で、装薬銃を用いて当該事業を行う捕獲従事者に係る実包の譲
受の規制の在り方について検討し、平成30年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：警察庁及び経済産業省）

28年 35 環境・衛生 都道府県 千葉県 環境省
B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣の保護及
び管理を図るた
めの事業を実施
するための基本
的指針Ⅳ第二３

指定管理鳥獣捕
獲等事業実施期
間の要件緩和

指定管理鳥獣捕獲等事業について、効果的な捕獲事
業が実施できるよう、実施期間を「１年以内」から「複数
年」も認めるよう要件を緩和していただきたい。

指定管理鳥獣捕獲等事業とは、鳥獣保護管理法に基づき、指定管理鳥獣による生活環境、農林
水産業又は生態系に対する被害の動向、都道府県内における当該鳥獣の捕獲数及び生息数の
動向と被害の関連性等の観点から、第二種特定鳥獣管理計画の目標を達成するに当たって、既
存の個体群管理のための事業に加えて、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある場合に実施
するものである。
千葉県では、野生鳥獣による平成26年度の農作物の被害金額は約３億８千万円であり、その被
害は深刻な状況にあるため、生息域の縮小または拡大防止を目的とし、生息域の外縁部等にお
いて指定管理鳥獣捕獲等事業を行うこととしている。
当該事業の実施計画の策定には、生息状況調査や利害関係人からの意見聴取、国との協議など
多くの手続きが必要となっているが、実施計画の策定に４カ月程度の期間を要し、さらに計画策定
後に必要となる事業者選定や捕獲準備期間を含めると、実質的な捕獲期間は６カ月に満たない状
況となっている。
そのため、実施できない期間中に捕獲の実施区域外に個体が自由に移動してしまうため、生息域
の拡大を防止しにくく、事業効果が薄くなってしまう。
計画策定の基となる、環境省が作成する「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するため
の基本的な指針」には「原則として１年以内」と記載されているが、環境省に確認したところ、「原
則」の文言について具体的な定めはなく、期間の延長について認められた事例はないとの回答で
あった。

※定められた手続き（平成27年度　千葉県実績）
①生息状況調査(約１カ月)②前年度の評価・次期計画案策定（約１カ月）③関係地方公共団体と

６【環境省】
（７）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平14
法88）
（ⅱ）指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（14条の２）については、年
度をまたぐ計画や１年を一定程度超える計画の策定が可能であるこ
とを、より具体的な例示を含めて都道府県に平成28年度中に通知す
る。あわせて、年度をまたぐ計画や１年を一定程度超える計画を策
定し、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業を活用する場合
の事業評価の提出方法について検討し、「指定管理鳥獣捕獲等事
業交付金事業実施要綱」（平27環境省自然環境局）を改正するな
ど、必要な措置を平成28年度中に講ずる。

28年 36 環境・衛生 都道府県 千葉県 環境省
B　地方に対す
る規制緩和

指定管理鳥獣
捕獲等事業交
付金事業実施
要綱６（２）イ及
びウ

指定管理鳥獣捕
獲等事業に係る手
続きの簡素化

指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業実施要綱により
新たに指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を策定等に
係る国への協議を廃止するなど、手続きの迅速化を
図っていただきたい。

鳥獣保護管理法に基づき、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を策定する場合、利害関係人から
の意見聴取や関係地方公共団体との協議など多くの手続きが必要となっているが、指定管理鳥
獣捕獲等事業交付金事業を活用しようとする場合、さらなる手続きが必要となり、結果として実施
計画の策定に多くの時間を要している。
例えば、鳥獣保護管理法では、実施計画を定めた場合は環境大臣に報告することとされているが
（実施区域に国指定の鳥獣保護区がある場合は併せて協議も必要）、交付金事業実施要綱では、
地方環境事務所を経由して環境省自然環境局長へ協議しなければならない（細部の変更を除く）
とされている。
なお、実施計画は技術的助言（環境省通知）に基づいて策定していることから、これまで国との協
議において修正等の指摘は受けていない。
計画策定期間の長期化は計画実施期間の短期化に繋がり、事業の効率化を阻害することから、
技術的助言に基づいて計画を策定する場合には、協議を省略するなど手続きを簡素化していただ
きたい。

※定められた手続き（平成27年度　千葉県実績）
①生息状況調査(約１カ月)②前年度の評価・次期計画案策定（約１カ月）③関係地方公共団体と
の協議・利害関係人からの意見聴取（約２週間）④専門家への意見聴取（約２週間）⑤国への協議
（約１カ月）
※①②は国の基本指針に基づくもの、
③は鳥獣保護管理法第14条の２第４項に基づくもの、

６【環境省】
（７）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平14
法88）
（ⅲ）指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定に当たり、指定管理
鳥獣捕獲等事業交付金事業を活用する場合の環境省への協議につ
いては、「指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業実施要綱」を改正
し、平成29年度から廃止する。

28年 166 環境・衛生 都道府県 岐阜県 環境省
B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣の保護及
び管理並びに狩
猟の適正化に
関する法律

鳥獣保護区におけ
る狩猟による捕獲
等の特例制度の
創設

鳥獣保護区内における農林業被害の防止等を図るた
め、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、
特に必要があると認める時は保護区内において狩猟
による捕獲等を可能とする区域を指定できるといった、
新たな鳥獣保護区指定制度を導入する。

【制度の概要】
鳥獣保護区(以下、保護区という。)内では、鳥獣を保護し生物多様性の保全を図るため、全ての鳥
獣の狩猟による捕獲等(法第11条第１項第２号に基づく捕獲等を含む。また、「捕獲等」は捕獲又
は殺傷をいう。以下同じ。)が一律に禁止されている。
ただし、野生鳥獣被害が生じている場合等にあっては、都道府県等による許可により捕獲等が可
能とされている。

【具体的な支障事例】
岐阜県では、野生鳥獣による農林業被害が拡大しており（平成26年度は４億3,000万円）、このうち
イノシシ・ニホンジカによる被害が55％を占めている。特に、中濃北部・飛騨南部・西濃南部といっ
たニホンジカの生息密度の高い地域では、森林内の植物を摂食することによる植生の衰退など、
生態系への影響も懸念されている。県内の被害を受けている地域からは、保護区内でのイノシシ・
ニホンジカの狩猟による捕獲等を認めてほしい旨の意見が寄せられている。
現行制度において保護区内で捕獲等をするためには従事者を定め、都道府県等が許可しなけれ
ばならないが、近年進む狩猟者免許保持者の減少や高齢化から、地域で拡大する被害に応じた
従事者を確保することが困難となっている。
そのため、捕獲等の拡大が見込めず、イノシシ、ニホンジカの増加を抑制できない状況となってい
るため、より多くの者が狩猟による捕獲等に携わることができる制度を導入する必要がある。

６【環境省】
（７）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平14
法88）
（ⅰ）一定の区域内において、シカ、イノシシ等の狩猟鳥獣のうち第
二種特定鳥獣管理計画で定められたもの（７条の２）による被害の防
止を図りつつ、他の鳥獣の保護を図る必要がある場合の対応につい
ては、対象狩猟鳥獣の捕獲禁止区域（12条２項）や休猟区の特例
（14条１項）の活用等、既存の制度を組み合わせた方法を、各制度
の趣旨や具体的な事例を含めて都道府県に平成28年度中に通知す
る。あわせて、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業を活用した認定
鳥獣捕獲等事業者（18条の２）の育成のための取組を推進するほ
か、都道府県における狩猟者の確保等捕獲の担い手の育成に係る
取組状況を把握し、平成28年度中に周知するなど、地方公共団体に
おける捕獲の担い手の確保に係る支援を行う。
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 51 環境・衛生 都道府県 岡山県
経済産業省、環境
省

A　権限移譲

フロン類の使用
の合理化及び
管理の適正化
に関する法律
（平成13年法律
第64号）第17
条、第18条、第
91条、第92条

フロン排出抑制対
策に係る事務の都
道府県知事から政
令指定都市及び
中核市の長への
移譲

フロン排出抑制対策が的確かつ効果的に推進されるよ
う、平成27年４月１日に施行されたフロン類の使用の合
理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制
法）について、環境関係の他の法令と同様に、政令指
定都市及び中核市の長に、機器の管理者に対する立
入検査や指導等の権限を移譲すること。

岡山県では、フロン排出抑制法の施行前から、環境関係法令、例えば大気汚染防止法と水質汚
濁防止法の規制対象施設を設置している事業所について、定期的な立入検査で双方の検査を行
うようにしている。
フロン排出抑制法についても、今年度から本格的に立入検査を行う計画としているが、現在立入
検査を行っているこれらの事業所には、第一種特定製品がほとんど設置されているものと考えら
れるため、各々の制度等との一体的かつ効果的な運用が期待される。
しかし、環境関係法令に係る立入検査や指導等の権限は、ほとんどが政令指定都市や中核市の
長まで移譲されているが、フロン排出抑制法は都道府県知事に留められているため、岡山市・倉
敷市の区域内にある事業所に対しては、岡山県がフロン排出抑制法のみに係る立入検査等を別
途実施しなければならないという、二重行政的な不合理が生じることはもとより、立入検査等を通
じて、現場の状況等に精通し、フロン排出抑制法の対象設備・機器を比較的容易に把握すること
ができるという政令指定都市・中核市の強みやノウハウを生かせないでいる。

５【環境省】
（１）フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平13
法64）
第一種特定製品の管理者に対する指導等（17条、18条、91条及び
92条）の適切な執行の在り方については、管理者及び充填回収業者
に対する指導監督を同じ行政庁が一体的に行うことの効果や効率
性に留意しつつ、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の
確保等に関する法律の一部を改正する法律（平25法39）附則11条に
基づき、同法の施行後５年を経過した場合に行うこととしている見直
しの際に、地方公共団体、事業者等の関係者の意見を踏まえて検討
し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
　（関係府省：経済産業省）

28年 77 その他 都道府県
島根県、中国地
方知事会

総務省、財務省、
環境省

B　地方に対す
る規制緩和

・会計法第29条
の６第１項、第
48条第２項
・予算決算及び
会計令79条、85
条
・地方自治法施
行令167条の10
第２項
・国立公園等整
備事業実施要
領
・国立公園等整
備事務取扱要
領
・工事請負契約
等に係る予算決
算及び会計令
85条の基準の
取扱いについて
（改正　平成27
年10月１日環境
会発1510014
号）

国直轄事業を都道
府県が行う場合
（施行委任事業）
の会計法の見直し

国の直轄事業を都道府県が施行委任を受けて実施す
る場合、事業の執行にあたっては、地方自治法や地方
自治法施行令等に基づいて執行できるように会計法の
規定を見直し。

【制度改正の経緯】
国の直轄事業を都道府県が受任する場合、会計法48条第２項の規定により入札・契約事務等に
ついて、会計法及びその他の会計に関する法令の規定を準用することとされている。
一方、都道府県では地方自治法や地方自治法施行令及び個別に規定する会計規則等により上
記事務を行っている。
今年度、本県において環境省の国立公園等整備事業を受任し実施する予定であるが、入札事務
等において、県の規則と国、環境省が定める基準が異なっていて、円滑かつ効率的な事務の執行
に支障を来している。
【支障事例】
本県では請負対象額１億円以上の工事について低入札価格調査制度を実施している。
今年度工事予定箇所が２か所あり、内１か所は１億円未満の工事であるが、施行委任で行う場
合、低入札価格調査制度の対象となる。（1,000万円以上が対象。）
低入札価格調査を行った場合、国の規定に基づいた調査を行い、履行されないおそれがあるとき
は契約審査委員に意見を求めるなど契約締結までに時間がかかり、工事着工が遅れてしまう。
（県の低入札価格調査制度でも契約までに１～２か月程度要している。）
事業者側も資料提出や低入札価格で契約した場合には、監督者の増員が必要になるなど、県、
事業者とも負担が大きい。
また、県の入札事務で行っている、予定価格の事前公表（事前漏洩による不正防止）や最低制限
価格の設定（ダンピングの防止）が適用できないなどの支障も生じる。
【参考】
過去に同事業を受任した19都道県308件の契約において会計検査院から地方自治法施行令では
規定があるが、国の会計法令に規定のない最低制限価格が設定されていたとの指摘を受けてい
る。

28年 168 環境・衛生 都道府県
兵庫県、京都
府、鳥取県、徳
島県

環境省 A　権限移譲

自然公園法第
20条第３項各号
自然公園法施
行規則第11条
第36項

国立公園特別地
域内における基準
の特例を定める権
限の都道府県へ
の移譲

自然公園法の第二種特別地域及び第三種特別地域に
おける特例基準の策定権限を都道府県知事に移譲す
るとともに、同特例基準に基づく許可行為の事務権限
を移譲すること

【現状】
自然公園法の特別地域内で、工作物を新築し、改築し、又は増築する場合の許可にあたって、建
ぺい率や容積率が厳しく制限されている。
【支障事例】
今年で国立公園編入60周年を迎える瀬戸内海国立公園六甲地域は、関西屈指の避暑地として知
られるが、昨今の企業や健康保険組合の業績不振、財政状況の悪化及び保養所利用率の低迷
により、乱立する保養所や研修施設等が相次いで閉鎖している。
（平成６年には226件、平成15年には135件の企業保養所等が営業していたが、現在、営業中は70
件であり、10年単位で半減している）
また、閉鎖施設81件の管理状況は、外観上、引き続き利用できると思われるものが15件（18.5%)
で、残りの66件(81.5%)は、荒廃が進み、利用できない状況にあるが、自然公園法の規制が地域の
実情に合っておらず、国立公園内の老朽化している建築物の建替や売却が進んでいない。
国立公園の管理は国が実施することとなっているが、このような状態が続けば、景観の悪化や環
境破壊に繋がりかねず、治安の悪化の恐れもある。
なお、当地域では、国立公園としての豊かな自然環境、魅力を維持しつつ、閉鎖や休館が進んで
いる保養所等の遊休施設の新たな利活用をはかり、山上の賑わいを取り戻すため、兵庫県と神戸
市が合同で、関連事業者、住民、有識者等の参画を得て「六甲山土地利活用プロジェクトチーム」
を本年５月に発足したところであり、今後の対策の一環として今回提案するものである。

４【環境省】
（１）自然公園法（昭32法161）
地方公共団体、地域住民等の関係者が参画する国立公園の協働型
管理運営については、地域の実情に応じた課題に対応するために
一層の普及を図ることとし、各国立公園における先進的な取組事例
や必要性等を整理し、関係都道府県に周知するなどの取組を平成
28年度中に行う。

28年 169 環境・衛生 都道府県
兵庫県、滋賀
県、京都府、鳥
取県、徳島県

環境省
B　地方に対す
る規制緩和

自然公園法第
20条第５項、第
68条第２項
自然公園法施
行規則第11条
の３

国定公園における
一定の工作物の
建築にかかる環境
大臣との協議の廃
止

国定公園の特別地域内において、一定の要件（高さが
50メートル又はその地上部分の容積が30,000立法メー
トル超）を超える工作物新築、改築又は増築にかかる
許可の際に必要な環境大臣との協議の廃止

【現状】
　「都道府県知事は、国定公園の特別地域内において、工作物の高さが50メートル又はその地上
部分の容積が30,000立法メートルを超える新築、改築又は増築ついて許可をしようとする場合に
おいて、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境
大臣に協議しなければならない」と定められている。
【支障事例】
兵庫県ではシカによる生態系への被害が深刻化し、被害額は約1.6億円（H27年度、全国５位）と
なっており、防護柵等の設置が急務であることから、スピーディな対応が望まれる。
しかし、許可に当たって環境大臣との協議を要することについて、処理期間（申請受理から回答ま
で）が２～３ヶ月程度かかる場合があるなど、事務処理に時間を要しており、国定公園の適正な環
境保全や迅速な対応に支障を来している。
さらに、環境大臣との協議は現地確認を伴わない書類審査であることから、県の意見に疑義を示
されることがほとんど無い状況であり、形骸化した手続となっている。

６【環境省】
（３）自然公園法（昭32法161）
国定公園内の特別地域における一定の行為について都道府県知事
が許可を行う場合の環境大臣への協議（20条５項）については、省
令を改正し、一定の要件を超える工作物の新築等（施行規則11条の
３第１号）及び一定の面積を超える土地の開墾等（同条２号）を平成
28年度中に協議対象から除外する。

28年 112 環境・衛生 中核市 松山市 環境省
B　地方に対す
る規制緩和

廃掃法第２条第
１項
放射性同位元
素等による放射
線障害の防止
に関する法律第
33条の２第３項
核原料物質、核
燃料物質及び
原子炉の規制
に関する法律第
61条の２第３項

廃棄物の処理及
び清掃に関する法
律第２条第１項の
「廃棄物」の範囲
の明確化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」
という。）第２条第１項の「放射性物質及びこれによって
汚染された物」の範囲を特定することによって、同項の
「廃棄物」の範囲を明確化すること。

放射性物質のうち一定の量や濃度を超えるものについては、放射線障害防止法等の関係法令に
よってその取扱いが規制されているが、関係法令で規制されない低レベルの放射性物質等につい
ては、その取扱いが明確でない。
廃掃法において、廃棄物とは「放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く」とされており、環
境省の見解によれば、低レベルの放射性物質であっても除かれるとされている。
一方、原子力規制庁に確認したところ、関係法令で規制されない低レベル放射性物質の取扱いに
ついては管轄外とのことであった 。
したがって、ラドン温泉器のような低レベル放射性物質を廃棄しようとしても、関係法令では規制さ
れず、かといって廃棄物として処理することもできないことから、市民からの処理方法に関する問
合せに適切な助言ができず、苦情が寄せられている。また、ごみとして排出された場合、市はそれ
を廃棄物として処理できず保管せざるを得ない。

６【環境省】
（４）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭45法137）
（ⅰ）同法における放射性物質及びこれによって汚染された物の適
用除外規定（２条）の取扱いについては、平成二十三年三月十一日
に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によ
り放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別
措置法（平23法110）附則６条に基づいて検討し、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。あわせて、当該検討に基づく結論が出るま
での間の取扱いを、他法令との関係を整理した上で、地方公共団体
に平成29年夏までに周知する。
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 132 環境・衛生 都道府県 山梨県 環境省
B　地方に対す
る規制緩和

廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律

産業廃棄物管
理票交付状況
等報告書の集
計結果に係る情
報の提供につい
て
（H20.6.27環境
省大臣官房廃
棄物・リサイクル
対策部産業廃
棄物課依頼通
知）

産業廃棄物管理
票交付状況等報
告書の情報提供
の廃止

環境省の依頼通知により行っている「産業廃棄物管理
票交付状況等報告書の集計結果に係る情報の提供」
を廃止すること

【提案の経緯】
産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）により最終処分まで責任を負っている。
また、排出事業者（産業廃棄物管理票交付者）は、同法第12条の３第７項の規定により、毎年度、
管理票に関する報告書を都道府県知事に報告する義務がある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律上は、都道府県知事から環境大臣への当該報告書の報告・
届出義務はないが、環境省の依頼通知に基づき、毎年度、県に提出される報告書（約2,600件）を
集計し、環境省に報告している。

【具体的支障事例】
管理票に関する報告書を集計するために、毎年度、臨時職員を雇用（２カ月間）して業務を行って
おり事務コストを要している。

【制度改正の必要性】
県として、管理票に関する報告書を集計することに実益はないことから、本報告については廃止し
てもらいたい。

６【環境省】
（４）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭45法137）
（ⅱ）産業廃棄物管理票交付状況等報告書（12条の３第７項）につい
ては、「循環利用量調査改善検討会」における当該集計結果に基づ
く統計データの更なる活用の可能性を含めた検討等を踏まえ、国か
らの依頼に基づき都道府県が行っている当該集計結果に係る情報
提供の今後の在り方を、都道府県の意見を聴取した上で検討し、平
成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

28年 249 環境・衛生 その他

関西広域連合、
(共同提案）京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、大
阪市

環境省
B　地方に対す
る規制緩和

動物の愛護及
び管理に関する
法律第22条第３
項
同法施行規則
第10条

動物取扱責任者
研修の見直し（研
修回数等の義務
付けの廃止等）

自治体が実施している動物取扱責任者研修について、
次のような見直しを求める。
①地方分権の観点から、自治体がそれぞれの地域の
実情を踏まえ、自らの判断により研修の実施回数や講
義内容を設定可能とする。
②省令で一律に義務付けられている基本的な項目等
については、国が一括して教材を作成・配布することな
どにより自治体の負担を軽減させる。

動物取扱責任者は、法に基づき都道府県・政令市が実施する研修を年一回以上受講しなければ
ならず、都道府県・政令市は、当該者の受講を促すため、年に複数回研修を開催している。
広域連合構成団体の中では、動物取扱業の割合は保管業が47％、販売業38％、貸出２％、訓練
９％、展示４％と大きく偏りがあり、業種により必要とする知識が異なる。また、取扱う動物種も最
多は犬猫等の哺乳類であるが、それとは全く生態を異にしている鳥類、爬虫類を扱う業者も少なく
なく、動物種間で必要とされる知識も異なる。
その一方で、年一回の受講や研修時間、基本的な項目等が省令で一律に義務付けられているた
め、事業者は事業種や動物種に関わらず毎年同じような内容を受講することになってしまい、研修
のマンネリ化を招くと共に全ての業者に対して有効な内容の研修を提供することの妨げとなってい
る。
さらに、法令に関する基礎知識や制度改正の趣旨等、全国共通的に周知すべき内容について、教
材を環境省が一括して作成・配布するなどの支援が全くなく、各自治体がそれぞれ研修教材を作
成しているのが現状であり、講師の手配などと合わせて研修実施にあたって大きな事務的負担と
なっている。
なお、動物取扱責任者研修のあり方については、中央環境審議会や「規制の簡素合理化に関す
る調査」の勧告で議論・検討されているが、業者に対する規制のあり方からの議論が中心となって
おり、自治体の実施のあり方に関する議論については 、「動物愛護管理のあり方検討小委員会」
（平成22年８月～平成23年12月）で議論され、委員からは自治体の負担が大きいのではないかと
の指摘もあったが、その後は見直し等が行われていない。

６【環境省】
（５）動物の愛護及び管理に関する法律（昭48法105）
動物取扱責任者研修（施行規則10条）については、より効果的かつ
効率的な実施のため、地方公共団体の意向調査を行った上で、平成
29年度中に全国的に周知すべき内容に係る研修資料を作成する。
あわせて、動物取扱業者への監視指導の実態把握を行った上で、
法令上義務付けている要件を含めた研修内容の在り方について検
討し、原則として平成31年度中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

28年 134 土地利用（農地除く） 都道府県
山口県、中国地
方知事会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

半島振興法第３
条第１項

半島振興計画に
係る主務大臣の協
議、同意の廃止

都道府県が半島振興計画を作成する際には、あらかじ
め主務大臣へ協議し同意を得ることとされているが、半
島振興計画の作成に関して主務大臣が都道府県に変
更を求めることができることとした上で、計画策定後の
主務大臣への提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならない。この場合に
おいては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針では、
都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であるこ
とから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために多大
な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前確認を含めて国協議に約７か月を
要している）

６【環境省】
（６）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整にお
ける都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわた
り行ってきた計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事
前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行う
など、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に
講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び国土交通省）

28年 302 土地利用（農地除く） 知事会
九州地方知事
会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

半島振興法第３
条第１項

半島振興計画に
係る主務大臣の協
議、同意の廃止

都道府県が半島振興計画を作成する際には、あらかじ
め主務大臣へ協議し同意を得ることとされているが、半
島振興計画の作成に関して主務大臣が都道府県に変
更を求めることができることとした上で、計画策定後の
主務大臣への提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならない。この場合に
おいては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針では、
都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であるこ
とから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び同意を得るために多大
な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前協議を含めて国協議に約７か月を
要している）

６【環境省】
（６）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整にお
ける都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわた
り行ってきた計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事
前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行う
など、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に
講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び国土交通省）
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年度
年度別

管理番号 提案分野 提案団体の属性
（都道府県／市町村）

提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

28年 135 土地利用（農地除く） 都道府県
山口県、中国地
方知事会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

離島振興法第４
条第10項、第11
項

離島振興計画に
係る主務大臣の事
前審査の廃止

都道府県が離島振興計画を定めたときには、直ちに、
これを主務大臣に提出し、主務大臣は離島振興基本
方針に適合していないときは都道府県に変更すべきこ
とを求めることができるとされているが、実務上行われ
ている離島振興計画案の事前提出による審査につい
て、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計画を定めた際に
これを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当
該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めることができる。」と定められているが、実務上、計
画策定前に離島振興計画案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が
行われている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針におい
ては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要してい
る。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

６【環境省】
（２）離島振興法（昭28法72）
離島振興計画（４条）の策定に係る事務については、任意の事前審
査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の
個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにす
るとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情
報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興
計画策定時に講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び国土交通省）

28年 303 土地利用（農地除く） 知事会
九州地方知事
会

総務省、文部科学
省、厚生労働省、
農林水産省、経済
産業省、国土交通
省、環境省

B　地方に対す
る規制緩和

離島振興法第４
条第10項、第11
項

離島振興計画に
係る主務大臣の事
前審査の廃止

都道府県が離島振興計画を定めたときには、直ちに、
これを主務大臣に提出し、主務大臣は離島振興基本
方針に適合していないときは都道府県に変更すべきこ
とを求めることができるとされているが、実務上行われ
ている離島振興計画案の事前提出による審査につい
て、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計画を定めた際に
これを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当
該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めることができる。」と定められているが、実務上、計
画策定前に離島振興計画案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が
行われている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基本方針におい
ては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要してい
る。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

６【環境省】
（２）離島振興法（昭28法72）
離島振興計画（４条）の策定に係る事務については、任意の事前審
査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の
個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにす
るとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情
報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興
計画策定時に講ずる。
（関係府省：総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省及び国土交通省）
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